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１．今年度業務の⽬的と基本的な考え方 
１-１．今年度業務の⽬的 
（１）これまでの取組み背景 

「普天間⾶⾏場の跡地利用の促進及び円滑化等に係る取組分野ごとの課題と対応の⽅針に
ついての取りまとめ」を受けて、「普天間⾶⾏場関係地権者等意向把握全体計画（平成13年
度）」が策定された。その後、「跡地利用計画」、「地権者等意向醸成」に関する取組みが継続
して進められている。�

①跡地利用計画 

跡地利用計画については、「跡地利用基本⽅針、⾏動計画の策定」、「キックオフ・レ
ポート（土地利用・環境づくり提案）の作成」、「全体計画の中間取りまとめ（素案）作
成」、「全体計画の中間取りまとめの策定」という流れで段階的に具体化が進められてい
る。�
平成 29 年度は、過去の検討経緯の整理を⾏うと共に、計画内容の具体化に向けた課
題等を抽出し、「普天間公園（仮称）懇談会」の提言や関連計画の検討経過を踏まえた
配置⽅針・配置⽅針図の更新に向けた検討が⾏われた。�
平成 30 年度は、広域インフラに関する各関係部局の検討状況や周辺市街地を取り巻
く状況の変化等を踏まえた配置⽅針・配置⽅針図の更新に向けた検討が⾏われた。�
今後も計画内容の具体化に向けた検討を進め、配置⽅針図の更新、「跡地利用計画（素
案）」の策定を⾏い、「跡地利用計画」の策定に向けて取組んでいく。�

②地権者等意向醸成 

合意形成に向けた場づくり・⼈づくり・組織づくり等の活動を⻑期的展望のもとに展
開し、「普天間⾶⾏場の跡地を考える若⼿の会（以下、若⼿の会）」、「ねたてのまちベー
スミーティング（以下、NBミーティング）」の組織化等が図られている。�
平成 30 年度には、継続して開催する事を前提とした新たな取組みとして「まちづく
り講座」を開催し、地権者や市⺠誰もが宜野湾市のまちづくりを学べる場の創出に向け
た取組みを⾏った。�
また、各種団体や地域、大学生を始めとする若い世代等との連携のもと、協働の取組
みが展開されている。�
今後も両組織の成熟具合等を勘案しながら、将来的な組織の自立化を促すような取組
みに向けて進めていく。 

（２）本業務の目的 

今後、配置⽅針図の更新がなされた後、「跡地利用計画（素案）」策定が計画されている事
から、地権者等意向醸成（本業務）においても計画の具体化に対応した合意形成を展開する
必要がある。�
従って今年度は、「全体計画の中間取りまとめ」策定以降に進められてきた主な検討内容に

ついての周知を図ると共に、「跡地利用計画（素案）」策定後の事業化に向けた対応を⾒据え、
昨年度に引き続き地権者の意向集約に向けた体制づくり、市⺠に関しては跡地利用への関⼼
向上に向けた体制づくりを進めていく。� �



2�

１-２．今年度業務の基本的な考え方 
前⾴の⽬的を踏まえ、今年度業務の取組み⽅針と基本的な考え⽅は、以下の通りとした。�
�

【取組み方針と基本的な考え方】 

取組み⽅針� 考え⽅�
地権者、市⺠が跡地利用計画
に関する検討内容を理解し、
意⾒を発信できるような機運
醸成を⽬指す�

将来的な跡地利用計画策定に向け、「全体計画の中間取りま
とめ」における「配置⽅針・配置⽅針図」更新に向けた検討
が現在進められており、計画の進捗に合わせて地権者・市⺠
の意⾒が求められる事となる。�
その際、地権者・市⺠が跡地利用計画に対して的確な意⾒

を述べるためには十分な情報提供と理解が必要となる事か
ら、地権者・市⺠の跡地利用に対する意識・関⼼の向上に取
組む。�

普天間⾶⾏場返還後のまちづ
くりに関して、将来的に地権
者・市⺠をけん引する⼈材の
育成に継続して取組む�

若⼿の会については地権者との意⾒交換会、NBミーティン
グについては普天間⾶⾏場周辺地域との意⾒交換を⾏う等、
普天間⾶⾏場返還後のまちづくりをけん引する⼈材の育成を
⽬指して継続した取組みを進めていく。�

地権者・市⺠が⼀体となった
まちづくりの機運醸成に向け
た取組みを実施する�

跡地利用計画の策定時期が迫り、周辺市街地整備の具体化
も求められてくる中、今後はより⼀層、地権者・市⺠の関わ
りが不可欠となり、そのための機運醸成や議論の場が必要と
なる。�
これまでも地権者・市⺠に対し、様々な情報発信、意向把

握、意向集約の取組みを実施してきたが、今後は多岐に渡る
個別の取組みを関連させて実施し、跡地利用への気運を高め
ていくと共に、地権者・市⺠誰もが宜野湾市のまちづくりを
学べ、考え、発言でき、共通の⽬標に向かっていく取組みを
進めていく。�

�
これらを踏まえ、今年度業務では、引き続き若⼿の会を中⼼とした跡地利用に関する検討の
深度化を図ると共に、地権者との意⾒交換を実施した。�
市⺠に対しては、跡地利用への関⼼向上に向けた継続的な情報発信や各種取組みを⾏う事と
あわせ、市⺠側の跡地利用を検討する組織であるＮＢミーティングの活動の活性化を図った。�
また、NB ミーティングについては、普天間⾶⾏場周辺市街地のまちあるきを通して、地域
住⺠との意⾒交換を⾏い、跡地利用計画に関する地域の声を拾い上げた。�
更に、昨年度から実施している「まちづくり講座」については継続して実施し、地権者、市
⺠誰もが普天間⾶⾏場返還後のまちづくりを学び、考える事のできる場の提供を⾏った。�
最後に、上記取組みに関する評価・検証の場として、「普天間⾶⾏場跡地まちづくり合意形成
懇話会（以下、懇話会）」を継続して実施した。�
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２．各種合意形成活動の取組み概要と成果・課題 
２-１．実施スケジュール�

本業務に関する各種取組みを下記のスケジュールで実施した。�
�
�
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２-２．普天間⾶⾏場の跡地を考える若⼿の会、地権者への取組み 

取組み方針①：地権者に対し、中間取りまとめ以降の検討内容に関する情報提供と知

識の習得、跡地利用計画に対する興味・関心を促す。 

取組み方針②：将来的な若手の会の自立化に向け、若手の会の将来あるべき姿につい

ての意識づけと議論を促す。 

取組み方針③：地主会と若手の会の連携強化を図る。 

�

（１）若手の会の定例会活動支援 

１）取組概要 

若⼿の会の今年度テーマである「普天間⾶⾏場跡地利用計画策定にかかる計画分野別検討
内容」の検討を進めていくにあたり、「全体計画の中間取りまとめ」以降の跡地利用計画検
討状況と課題について定例会で情報提供を⾏い、計画分野別検討内容の内「環境づくりの⽅
針」について、地権者及びまちづくりの視点を踏まえ取りまとめた。�
その後「土地利用及び機能導入の⽅針」について検討を始め、次年度以降も継続して検討

を⾏う事とした。�
また、若⼿の会の将来あるべき姿について、若⼿の会メンバーへの意識づけを⾏うと共に、

現時点の課題及び今後必要な取組みに関する議論を促した。�
�
２）取組みスケジュール 
①定例会 

No 開催日 議題 

1※� ４ ⽉ ９ ⽇� ・フレキシブルな会議の運営・進め⽅について�

２※� ５⽉ 14 ⽇� ・フレキシブルな会議の運営・進め⽅について�

３� ６⽉ 11 ⽇�
・今年度の取組みと進め⽅について�
・フレキシブルな会議の運営・開催について�

４� ７ ⽉ 9 ⽇�
・跡地計画策定に向けた取組の流れと現在の段階�
・「計画づくりの⽅針」の具体化に関する計画分野別の検討状況・課題�

５� ８ ⽉ ６ ⽇�
・「環境づくりの⽅針」の具体化に関する検討状況と課題�
・字別意⾒交換会の開催に向けて�
�

※本業務対象外�



6�

No 開催日 議題 

６� ９⽉ 10 ⽇�
・字別意⾒交換会の開催準備�
・「環境づくりの⽅針」に関する意⾒交換�
・先進地視察に向けて�

７� 10 ⽉ ８ ⽇�
・地主会役員会等との意⾒交換会及び字別意⾒交換会に向けた準備�
・先進地視察会について�
・「環境づくりの⽅針」に関する意⾒交換�

８� 11 ⽉ 12⽇�
・先進地視察会について�
・字別意⾒交換会に向けた準備�
・「環境づくりの⽅針」に関する意⾒交換�

９� 12 ⽉ 10⽇�
・先進地視察会を振り返って�
・字別意⾒交換会を振り返って�
・「環境づくりの⽅針」に関する意⾒交換�

10� １⽉ 14 ⽇�
・「環境づくりの⽅針」取りまとめ�
・次検討テーマについて�
・若⼿の会の将来あるべき姿について�

11� ２ ⽉ 4 ⽇�
・「環境づくりの⽅針」取りまとめ�
・「土地利用及び機能導入の⽅針」について�
・若⼿の会の将来あるべき姿について�

12� ３⽉ 10 ⽇� ・学術研究拠点のイメージ�・今年度を振り返って（課題と今後の取組み）�

 

 

 

 

②自主会等 

No 開催日 場 所 議題 

１※� 3 ⽉ ３ ⽇� アイム・ユニバース�
てだこホール� 市⺠交流室�

・「那覇軍港のまちづくりを考える次世
代の会」、「チームまきほ 21」との合
同意⾒交換会�

 

  

※本業務対象外�
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写真：定例会の様子①� 写真：定例会の様子②�

写真：那覇軍港のまちづくりを考える次世代の会、チームまきほ 21 との意⾒交換会の様子�

写真：定例会の様子③� 写真：定例会の様子④�
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「普天間飛行場の跡地を考える若手の会」の将来あるべき姿について（継続して検討中） 
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３）取組み成果と今後の課題 

【取組み成果】 

●若⼿の会の考える「環境づくりの方針」について 
・「全体計画の中間取りまとめ」との関連性を考慮しながら、地域特性を活かした緑の中
のまちづくりに関する考え⽅、みどりの空間のイメージ、大規模公園の考え⽅等、「環
境づくりの⽅針」に関する若⼿の会の考えを取りまとめる事ができた。�

●将来あるべき姿について 
・普天間⾶⾏場返還後、事業化段階における若⼿の会のあるべき姿について会員間で議論
する事により、若⼿の会の将来あるべき姿に対する意識づけを⾏うと共に、現時点にお
ける若⼿の会の課題及び今後必要な取組みについて議論を進める事ができた。�
�

【今後の課題】 

●検討内容の関係機関への発信 
・若⼿の会の考える「環境づくりの⽅針」について取りまとめを⾏ったが、結果について
「普天間⾶⾏場跡地利用計画策定調査」における有識者検討会議の場において提言を⾏
う等、関係機関への発信を⾏っていくことが必要となる。�

●将来あるべき姿の検討 
・定例会の中で少しずつ議論を進めているが、将来的な若⼿の会の自立化に向けて会員自
⾝の意識づけを更に深めるため、今後も継続して検討する必要がある。�

●次世代に繋いでいくための取組み 
・会が発足して15年以上が経過している事から、現会員のこれまでの活動を次世代に繋
ぎ、更なる発展を⽬指していくためにも、新会員への知識の継承⽅法等具体的な取組み
について、若⼿の会として検討を進めていく必要がある。�

●地主会との連携強化 
・将来的に地権者の意向を取りまとめていくにあたり、地主会との連携をより強化し、跡
地利用計画に対する共通認識を持った上で意向醸成活動を進めていく必要がある。�
 �
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（２）字別意見交換会の企画・開催 

１）開催概要 

地権者に対して、下記内容の理解と周知を図り、意⾒聴取を⾏うことを⽬的として計 3
回開催した。�
①普天間⾶⾏場跡地利用計画策定に向けた取組みについて�
②普天間⾶⾏場の跡地利用計画策定に向けた「計画内容の具体化」に関する取組について�
�

２）地主会役員等との意見交換会の実施概要 

地主会役員としての意向を踏まえた上での字別意⾒交換会とするため、字別意⾒交換会の
開催に先立って、地主会役員等を対象とした意⾒交換会を実施した。�
○開催⽇：令和元年 10⽉ 16 ⽇（⽔）19：00〜20：30�
○会� 場：宜野湾市役所多⽬的会議室Ａ�
○内� 容：（１）普天間⾶⾏場跡地利用計画策定に向けた取組について 

プロモーションビデオの放映�
（２）普天間⾶⾏場の跡地利用策定に向けた「計画内容の具体化」に関する取

組について�
（３）⼩グループに分かれての意⾒交換�

○参加者：20名（地主会役員等 9名、若⼿の会7名、地主会事務局 4名）�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真：意⾒交換会の様子①� 写真：意⾒交換会の様子②�
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３）主な意見（地主会役員等との意見交換会）�
まちづくりの考え⽅に関する意⾒�
【Aテーブル】�
・相続により、地権者⼀⼈当たりの所有する土地はどんどん⼩さくなる。子ども達の
将来を考えていくべきであり、そのために住みよいまちを作り上げ後世に残してい
く事が大事である。�
・いかにして、まちに付加価値をつけるか。まち全体の付加価値を上げないと⼈が訪
れない。同じような施設を作るだけならパイの奪い合いになる。�
【Bテーブル】�
・成功事例の研究が必要である。（雇用促進、業種、土地の価値の向上）�
・企業撤退後も地主が安定できるように、10年、20年後の時代の変化に対応可能な
仕掛けも重要である。�
・企業が進出したいと思うようなまちづくり（シンガポールのような）が必要であり、
それが何か考える必要がある。�
・まちづくりに関する⼈材育成が必要である。�
・生活圏に癒し、利便性等がそろっている事が必要である。�
・宜野湾市だけでなく、周辺市町村も活性化できるようなまちづくりを⾏って頂きた
い。�

�
跡地利用計画自体に関する意⾒�
【Aテーブル】�
・跡地利用計画について、内容が漠然としておりかつ面積が広大なため、普通の土地
区画整理事業とは異なるという事は理解できるが具体的なイメージがわかない。計
画内容を理解しづらい。�
・跡地利用計画の核となる施設が何なのか、それをまず跡地利用計画で確定させない
と地権者として土地活用のイメージができない。�
【Bテーブル】�
・緑の配置について、例えば象徴的な並松街道を中⼼とし、まち全体に緑のネットワ
ークを築く等検討が必要である。�
・⽂化施設、スポーツ施設は機能的に集約する。�
・湧⽔の利活用について、貯⽔池（タンク）の維持管理が必要である。�

�
環境に関する意⾒�
【Bテーブル】�

・屋上緑化が望ましい。（温暖化、CO2、断熱等効果が高い。しかし台風の影響が懸念
される。）�
・樹々の成⻑に合わせてみどりの配置を考え、樹⽊の成⻑を考慮した用地確保が必要。�
・環境づくりに関して、例えば景観等は県や市の条例制定の⽅が急務ではないのか。�
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・（仮）普天間公園は100ha と計画されているが、基地内の既存緑地及び周辺の緑地
も考慮し、150ha でもよいのではないか、と考えている。�
・（仮）普天間公園について、100ha もの土地が確保できるのか疑問である。�

�
振興拠点に関する意⾒�
【Bテーブル】�
・語学や技能の習得が可能な施設が必要である。（例えば語学の習得については、英語
しか使用できないエリアを設定する等）�
・若い世代が働ける場所が必要である。�
企業誘致に関する意⾒�
【Aテーブル】�
・企業が永続的に土地を借りる事はない。�

�
交通に関する意⾒�
【Aテーブル】�
・沖縄都市モノレールを宜野湾市まで延⻑すればよい。�
【Bテーブル】�
・沖縄都市モノレールを活用し、連結した交通体系を検討頂きたい。�
・市内を⼀周する公共交通の配置や、沖縄都市モノレールとの結節等検討頂きたい。�
・将来の 100 万都市を想定した都市交通システムを検討頂きたい。�

�
基盤整備に関する意⾒�
【Bテーブル】�
・道路について⾬⽔が浸透する舗装になればよい。（低速部、歩道部）�
・⽔害対策の強化が必要である。例えば遊⽔地や調整池等、平時は多⽬的広場として
活用する。�
・都市の発展には交通の優位性が大事であるため、大量輸送可能な交通システム、幹
線道路の効果的な連結をしっかりさせる事が必要である。�

�
周辺市街地に関する意⾒�
【Bテーブル】�
・普天間⾶⾏場と周辺市街地の境界部分は、開発計画があるのか。�
・市として周辺市街地の開発や再編等、プランがあるのか。�

�
鉄軌道計画に関する意⾒�
【Aテーブル】�
・宜野湾市に立ち寄ってもらえるよう、鉄軌道は普天間が始発となればよい。（通過駅
にならないようにしたい）�
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�
合意形成に向けた地権者の役割に関する意⾒�
【Bテーブル】�
・自⾝の土地活用の考えを⽰す事が必要である。�
・意⾒を発信し、⼈の意⾒を聞き、共有する事が必要である。�

�
その他�
【Aテーブル】�
・那覇市と宜野湾市を比較すると、那覇市には余剰地が少ない。対して宜野湾市は普
天間⾶⾏場が市の中央部に存在する事から、返還後に開発可能な土地が多い。その
点が那覇市よりも有利である。�
・PV 視聴中に、重要なポイントで⼀時停止させて質問すれば意⾒が出やすいのでは
ないか。�
・宜野湾市の各種計画の枕詞として、物事の中⼼になる事を踏まえ、「ねたて」を前面
に押し出していけばよい。�

�
当⽇の各テーブルまとめ�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �写真：Ａテーブルまとめ�

写真：Ｂテーブルまとめ�
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４）字別意見交換会の実施概要 

○開催⽇：令和元年 11⽉ 25 ⽇（⽉）、29⽇（⾦）、30⽇（土）�
○内� 容：（１）普天間⾶⾏場跡地利用計画策定に向けた取組について�

プロモーションビデオの放映�
（２）普天間⾶⾏場の跡地利用計画策定に向けた「計画内容の具体化」に関す

る取組について�
（３）⼩グループに分かれての意⾒交換�
�
表：「字別意⾒交換会」の開催⽇時、会場、参加者数�

回数� 開催⽇時� 会場� 参加者数�

第１回� 11⽉ 25 ⽇（⽉）�19：00〜20：30� 宜野湾市立中央公⺠館2階展⽰室�
23名�
（6名）�

第２回� 11⽉ 29 ⽇（⾦）�19：00〜21：00� 大⼭区公⺠館�
13名�
（5名）�

第３回� 11⽉ 30 ⽇（土）�15：00〜17：00� 宜野湾市役所多⽬的会議室�
28名�
（5名）�

合計� 64 名�
（16 名）�

※（参加者数について）上段：参加者総数�
下段：参加者総数の内、若⼿の会からの参加者�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

５）主な意見と回答（字別意見交換会） 

跡地利用計画に関する意⾒�
・反対意⾒が出た場合、どう対応するのか。�
→少なからず反対意⾒は出るものと考えている。納得頂けるように丁寧な説明を⾏
い、対応する事になる。�

・自⾝の土地はまちづくりのために役立てて頂きたい。�
・まだ計画段階である現時点においては、地区計画等を定める事で良好な環境を整備
しやすい。�

写真：字別意⾒交換会の様子①� 写真：字別意⾒交換会の様子②�
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・放映されたプロモーションビデオは理想であり、現実とかけ離れている。プロモー
ションビデオのようなまちになれば良いと考える。�
・自⾝が申告した普天間⾶⾏場内の所有面積と実態の面積について、差があるのでは。�
→実際の面積と登記面積が異なる土地が⼀部存在する。※未承認地域�

・⽂化財は可能な限り保全して頂きたい。�
・並松街道の再現は、時代にマッチしたものにして頂きたい。�
・地権者の意向を第⼀に考えて、跡地利用計画の検討を進めて頂きたい。�
・普天間⾶⾏場の返還時期はいつか。返還されないと、自⾝の土地のようすが分から
ない。�
・普天間において、何を整備すれば良いまち、収益のあるまちになるのか。例えば IT
センターや、アジアでもトップクラスの医療施設を整備する等。また、どのような
プロセスで跡地利用計画の実現を図る事になるのか。�
→計画については地権者、市⺠から様々な意⾒を伺い、最終的に検討委員会に諮る
事になる。返還時期が不明確な中で跡地利用計画の検討を進めているため、具体
的な話はまだ先にならざるを得ない。�

・国際的に認知されるまちをつくって頂きたい。�
 

地下⽔に関する意⾒�
・普天間⾶⾏場跡地の開発に伴い、大⼭区の地下⽔の流れが懸念される。�
・地下⽔について、どの程度調査がなされているのか。�
・地下⽔の利用という話を聞くが、公園、緑地、道路における⾬⽔排⽔がうまく機能
しないと、枯渇する恐れがある。�
・貯⽔池を整備し、そこから取⽔を⾏って公共施設の植栽、公園、街路樹への散⽔に
利用すれば良い。イニシャルコストはかかるが、緑の中のまちをつくるためには必
要である。�

 

緑の中のまちづくりに関する意⾒�
・眺望が良いと思うが、緑で囲むと海が⾒えなくなるのではないか。�
・緑地を多くとる事は良い事であるが、地権者の土地が減ってしまう事が懸念される。�
・緑のネットワークとは具体的にどのようなイメージなのか。�
→公園、住宅、都市拠点ゾーン等を緑で結ぶイメージである。また、ネットワーク
の繋ぎの部分については、従来の道路よりも広幅員で繋ぐイメージである。�

・緑は、数ヶ所にまとめるよりも分散している⽅が良い。�
・車道を横断せずに、緑の中を歩きながら⾏きたい場所に⾏く事ができる歩⾏者ネッ
トワークを考えたい。�
・災害時には、緑の中を移動して避難できれば良い。�
・緑の広場だけの大規模な公園はあまり活用されないため、⼩規模な公園をより多く
整備して頂きたい。�
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大規模公園に関する意⾒�
・整備しても管理面で問題があるのではないか。�
→そのため国営公園としての位置づけを考えている。�

・整備しても集客が⾒込めるのか。�
・大規模公園は緑被率の向上にも繋がる。�
・100ha の大規模公園は他の返還跡地では実現不可能な公園であり、また、国営公園
とする事により地主の負担軽減にも繋がる。�
・大規模公園は、防災に役立つのではないか。�
・国の重要⽂化財の保管施設や研究所が国営公園にあると良い。�
・国営図書館の建設や、国宝の展⽰がなされると良い。�
・大規模公園である普天間公園はネットワーク型を想定しており、公園内外を緑のネ
ットワークで結び公益施設等にも歩いて⾏く事が可能となる。�

 

住宅地に関する意⾒�
・子どもたちのために、住宅地があった⽅がよい。�
・琉球⽡等統⼀感のある住宅地が良い。�
・個⼈のライフスタイルに合わせた住宅地が必要である。�
・経済的に豊かな⼈達が購買したくなるような住宅地にして頂きたい。�
・居住ゾーンについては、できるだけ現況の地形を活かした道路・宅地配置とするの
が良い。�
・居住ゾーンは整備しなくとも良いのではないか。�

�
道路、交通に関する意⾒�
・中部縦貫道路は国道になるのか。�
→国道を想定して検討が進められている。�

・中部縦貫道路の規模はどのようなものか。�
→４車線道路を想定して検討が進められている。�

・利便性の高い空地が所々に配置されているとよい。�
・電柱地中化を⾏った⽅がよい。�
・電柱地中化は、美観・メンテナンスに伴う雇用創出等メリットが多い。�
・イチョウ並⽊のようなイメージで、沖縄に咲く花⽊の並⽊道があると魅力的な道路
になるのではないか。デイゴ並⽊があっても良い。�
・広幅員道路を並⽊通りにすれば良いのではないか。�
・並松街道は、歩⾏者専用道路として歩いて楽しみたい。�
・歩⾏者動線と車両動線を分断し、渋滞しない道路を整備すれば⼈が訪れやすいので
はないか。�
・⻄海岸とケーブルカーで結び、振興拠点ゾーンに広場を設け、普天間⾶⾏場跡地と
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⻄海岸を観光リゾート地として結んではどうか。�
・中部縦貫道路、鉄軌道等、跡地内の交通機能について整備するのも良いが、国道 58
号や国道330 号の、現在の市街地とのアクセス性を良くする必要がある。�

 

鉄軌道に関する意⾒�
・地下区間やトンネル等、高低差も考える必要がある。�
→跡地内のルートや構造について、引き続き検討していく。�

・単に駅を設置するだけでは通過駅となり、⼈が訪れない。そうならないよう、宜野
湾が起点となる施設が必要。（例：国営公園内には国際会議も想定した施設を整備す
る等）�
・定時・高速の交通⼿段として市⺠、県⺠の利便性向上に資すると共に交通渋滞の解
消にもなる。�
・各駅を停車させ、駅ごとに特⾊あるまちづくりをすれば良い。�
・モノレールは跡地まで延⻑されるのか。�
→その計画はない。�

・跡地内を⼀周する公共交通もあると良い。�
 

産業振興に関する意⾒�
・普天間⾶⾏場跡地に、県外・国外の事業者が進出しないで頂きたい。�
・世界中の⼈が訪れ働ける場所という考えも良いが、市⺠の働ける場所も欲しい。�
・振興拠点ゾーンに誘致する国内外の企業や団体等は、宜野湾市や沖縄県の若者の雇
用の場の創出にもなると考える。�
・振興拠点ゾーンについて、MICEとの連携・棲み分けをどう考えるのか。�

�
地域資源に関する意⾒�
・地下洞穴について、観光資源として利用するのか、あるいは危険なため封鎖するの
か。�
→観光資源⼜は遊び場として、他にない資源ではないかと考える。�

・地下洞穴の活用については、跡地利用計画の検討を進めていく上で⾊々な⽅法があ
ると考える。例えば泡盛古酒（クース）の貯蔵や、そのまま観光資源として活用す
る等。�
・観光資源として活用し、洞穴と⼈々との関わりについても説明した⽅がよい。（戦時
中の避難所として活用されていた等）�
・「宜野湾」よりも「普天間」という地名の⽅が、全国的に知られている。�
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土地利用に関する意⾒�
・現在、道路と学校用地の先⾏取得を⾏っており、⽬標取得面積に対して現在県が
60％、市が50％の取得を達成している。�
・土地を活用したい地権者については、申出換地という⼿法で土地を集約し、そこに
商業ゾーンを設ける事も考えられる。�
・墓地公園は1区画の大きさに差がありすぎると問題が発生する事がある。�
→ある程度は区画の大きさを揃える事になると考える。�

・墓地はどの位置に計画されるのか。�
→未定である。形態としては、集約墓地になる可能性がある。�

・何割が宅地として活用できる事になるのか、数値化が必要ではないか。�
→立入り調査ができていないため、現段階での数値化は難しい。今後調査が進展す
れば数値化も可能と考える。�

 

地権者自⾝の事に関する意⾒�
・自⾝の土地を確認する事はできるのか。�
・自⾝の土地の位置や状況を知れば、売る・売らないを地権者自⾝で決定しやすい。�
→地番が分かればまち未来課でGIS を使っての位置確認が可能。�

・市に土地を売却する事は可能か。�
→可能である。（※R3年度まで）�

・地権者としては、自⾝の考えや意⾒を明確にして、後で「こんなはずではなかった」
とならないよう、十分に配慮する必要がある。�
・地権者の立場としては、概算の減歩率が⽰されないと自⾝の土地活用のイメージが
できない。�

 

周辺市街地に関する意⾒�
・普天間⾶⾏場跡地に隣接している部分において、道路や上下⽔道等インフラが整備
されていない地域等は、土地区画整理事業の区域に入れる事も考えられる。�
・普天間⾶⾏場返還後、周辺（森川公園等）はどのような恩恵を受ける事になるのか。�
・普天間⾶⾏場に隣接している森川公園を活用・整備してはどうか。�

 

その他意⾒�
・県内先進地との意⾒交換会は⾏っているのか。�
→新都⼼地区やアワセ地区については、若⼿の会との意⾒交換会を実施した。�

・減歩率はどの程度か。�
→減歩率はまだ⽰せる段階ではないが、例として那覇新都⼼地区の平均減歩率は約
30％、⻄普天間住宅地区は約38％である。�

・⻄普天間地区の琉球大学用地は、どのように確保されたのか。�
→市が先⾏取得を⾏い、確保した。�
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６）字別意見交換会に関するアンケート結果（参加者に対して実施） 

 

�
�
�

�  

選択肢
回答数
（件）

構成比
（％）

1.理解できた 9 30.0%

2.まあまあ理解できた 16 53.3%

3.少し難しかった 4 13.3%

4.難しすぎた 0 0.0%

5.その他 0 0.0%

無回答 1 3.3%

計 30 100.0%

（2）「計画内容の具体化」に関する取組について�

問 1.本⽇の内容について�

� 時間が「短かった」という回答が 4件あった。今年度は全体で最⻑ 120分の時間を
設けた意⾒交換会であったが、まだ話し足りないという参加者の意向が読み取れる。�

問 2.字別意⾒交換会の時間について�

選択肢
回答数
（件）

構成比
（％）

1.理解できた 9 30.0%

2.まあまあ理解できた 15 50.0%

3.少し難しかった 3 10.0%

4.難しすぎた 1 3.3%

5.その他 0 0.0%

無回答 2 6.7%

計 30 100.0%

（1）プロモーションビデオの内容�

選択肢
回答数
（件）

構成比
（％）

1.長かった 1 3.3%

2.ふつう 24 80.0%

3.短かった 4 13.3%

無回答 1 3.3%

計 30 100.0%

� 内容について「理解できた」、「まあまあ理解できた」と回答した割合がアンケート
回答者の8割を超えていることから、これまでの跡地利用に関する県市の取組みや考
え⽅・⽅針について概ね理解されていると考えられる。�

� 内容について「理解できた」、「まあまあ理解できた」と回答した割合がアンケート回
答者の 8割を超えていることから、これまでの跡地利用に関する県市の取組みや考え⽅・
⽅針について概ね理解されていると考えられる。�
� また、説明内容が「少し難しかった」の回答については、説明時間が 10分程度と限ら
れており早口での説明となる部分があったこと、また、内容が専門的にならざるを得な
かった部分もあったことが要因として考えられる。今後も分かりやすい資料作りの工夫
が必要である。�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

※5.基幹産業の集積地や国際ビジネス拠点など沖縄振興に向けた拠点の形成に△1件あり�
�
� �

問 3.普天間⾶⾏場跡地利用計画の中で、興味のある分野は？�
� 選択肢

回答数
（件）

構成比
（％）

 1.緑の中のまちづくり 18 60.0%

 2.水と緑のネットワーク構造 13 43.3%

 3.地下空洞への対応と保全・活用 12 40.0%

 4.歴史が見えるまちづくり 10 33.3%

 5.基幹産業の集積地や国際ビジネス拠点など
沖縄振興に向けた拠点の形成

15 50.0%

 6.生活利便性の高い都市拠点の形成 6 20.0%

 7.居住ゾーンの形成 15 50.0%

 8.幹線道路網の整備 13 43.3%

 9.鉄軌道等の整備 12 40.0%

10.スマートシティの形成 7 23.3%

11.周辺市街地の再編 9 30.0%

12.その他 1 3.3%

13.興味がない 0 0.0%

計 131 －

・住居を建築しても問題ないエリアを建てても居住ゾーンとしているのか。�
・テーブルの皆は年配の⽅が多いため、子や孫のための住宅が今後どうなっていくのかと�
� いう懸念がある。�
・参加者の思いが強かった。並松街道や新城ガジュマルについて、現実的な意⾒が出た。�
� ⽂化財利活用については、今後⽂化課も含めた計画がなされればと考える。�
・具体的な計画図や施設の配置等が提⽰された上で地主の意向を汲み取るべきである。�
・初参加であったが⾮常に興味深い話が多く、次回も参加したいと思った。計画の更なる�
� 具体化が必要と考える。�
・インターネット上では得られない情報があったため、参加してよかった。�
・地権者の思い（意⾒）が聞けて良かった。継続する事が必要である。�
・今後も意⾒交換会を開催して頂きたい。�
・3年後の跡地利用計画素案に期待している。意⾒交換会の回数が多数であれば良いのにと�
� 思う。�
・プロモーションビデオが漠然としていた。�

� 回答数の多い順に、「緑の中のまちづくり」、「沖縄振興に向けた拠点」、「居住ゾーン」、「⽔
と緑のネットワーク構造」、「幹線道路網の整備」であった。�
� 「居住ゾーン」や「振興拠点」等、地権者として将来の土地活用がイメージしやすく意⾒
が述べやすい分野に興味があることが読み取れる。�
� 「緑の中のまちづくり」、「⽔と緑のネットワーク構造」に対しての興味が高い理由の 1つ
として、プロモーションビデオの影響が考えられることから、プロモーションビデオを活用
しての興味喚起は有効であることが読み取れる。�

【自由意⾒】�



23�

７）取組み成果と今後の課題 

【取組み成果】 

●意⾒を引き出しやすい雰囲気づくりの創出について 
・若⼿の会会員による「全体計画の中間取りまとめ」以降の跡地利用計画検討状況の内容
説明を⾏い、その後の意⾒交換においても自ら進⾏を⾏った事で、参加者から意⾒を引
き出しやすい雰囲気を作り出す事ができ、活発な意⾒交換となった。�

●新たな参加者の取込みについて 
・例年と異なり年度末の開催を避けた事、市役所等公共施設での開催数を多くした事によ
り、初参加者が例年よりも比較的多い意⾒交換会となり、新たな参加者を取込む事がで
きた。�
�

【今後の課題】 

●跡地利⽤計画に対する興味・関⼼の更なる向上 
・地権者の意向醸成を進め、普天間⾶⾏場返還後の円滑な跡地利用を促進するため、今後
も継続して字別意⾒交換会を開催し、より多くの地権者へ跡地利用計画に対する興味・
関⼼を促し、意⾒等を引き出す必要がある。�

●参加しやすい開催⽇時等の⼯夫 
・これまで、平⽇は夜間、休⽇は午後からの開催で字別意⾒交換会を開催してきたが、新
たな参加者を呼び込み、より多くの地権者に対して跡地利用計画に対する興味を促すた
めにも、例えば平⽇昼間の開催を⾏う等の工夫が必要である。�

●継続した参加を促すための⼯夫 
・将来的に跡地利用計画の内容について深い知識を習得した地権者を増やしていくため�
にも、毎年度継続して参加しようと思えるような取組みや意⾒交換のテーマ設定等、検
討していく必要がある。�
�
�
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（３）地権者支援情報誌「ふるさと」の作成・発行 

１）取組概要 

跡地利用に関する⾏政側の情報や若⼿の会の活動等に関する情報の提供を⽬的として、地
権者⽀援情報誌「ふるさと」を作成し、発⾏した。�
�

２）情報発信の内容 

回 数 発送時期 主な掲載内容 

第 50号� 令和元年 11⽉�

〇告知事項�
・普天間⾶⾏場跡地まちづくり講座開講のお知
らせ�

・字別意⾒交換会開催のお知らせ�
・若⼿の会参加者募集のお知らせ�
〇紹介事項�
・跡地開発事例（アワセゴルフ場地区）紹介�

第 51 号� 令和 2年�３⽉�

〇報告事項�
・字別意⾒交換会の概要報告�
・若⼿の会活動内容�
・普天間⾶⾏場跡地まちづくり講座の概要報告�
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図：地権者⽀援情報誌「ふるさと」Vol.50(表面)�
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図：地権者⽀援情報誌「ふるさと」Vol.50(中面)�
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図：地権者⽀援情報誌「ふるさと」Vol.51(表面)�
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図：地権者⽀援情報誌「ふるさと」Vol.51(中面)�
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３）取組み成果と今後の課題 

【取組み成果】 

●跡地利⽤に関する情報発信について 
・地主会未加入者に対しても「ふるさと」を発⾏し、全ての地権者に対して跡地利用に関
する他地区の事例や⾏政・若⼿の会の取組みについての情報を発信する事ができた。�
�

【今後の課題】 

●掲載内容に対する地権者の意⾒ 
・よりよい情報誌とするため、地権者との対話の場において「ふるさと」の内容について
意⾒を伺う等、紙面構成及び内容について地権者から意⾒を聞き出して、内容の更なる
ブラッシュアップを⾏う必要がある。�
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２-３．NB ミーティング、市⺠等への取組み 
取組み方針①：ＮＢミーティングの今年度テーマの検討と取りまとめを支援し、検討と取りま

とめに要する情報収集、意見集約の機会を支援する。 

取組み方針②：ＮＢミーティング定例会への参加者が増加する様、対外的な活動を通して周知を

行う。 

取組み方針③：市民に対し、跡地利用への興味関心を高めるため情報発信を行う。 

 
（１）NB ミーティングの定例会活動支援、及びまちあるき活動 

１）取組概要 

今年度の検討テーマを「周辺市街地から考える普天間⾶⾏場跡地利用計画」と設定し、普
天間⾶⾏場に接する地域の課題や要望をNBミーティング定例会で集約し、跡地利用計画に
反映すべき点を取りまとめた。�
�

今年度のテーマ「周辺市街地から考える普天間飛行場跡地利用」 

市⺠の関⼼毎のひとつとして、現在居住している地域が今後どのように変化するのかとい
う事があげられるため、普天間⾶⾏場全体ではなく⾝近な地域を対象として普天間⾶⾏場跡
地利用について考える事を今年度のテーマと設定した。 

 

２）取組みスケジュール�
No 開催日 議題及び取組内容 

１※� 4 ⽉ 16 ⽇� ・今年度の検討テーマ�

２※� 5 ⽉ 21 ⽇� ・今年度の検討テーマ�

３� 6 ⽉ 18 ⽇� ・「まちあるき」実施に向けて�
・今年度の取組み�

４� 7 ⽉ 16 ⽇� ・神⼭地域まちあるき実施�

５� 8 ⽉ 20 ⽇�

・神⼭地域まちあるきと意⾒交換会について振り返り�
・周辺地域の意⾒とＮＢミーティングの活動について�
・9⽉以降のＮＢミーティングの活動について�
・琉球大学⼩野研究室ゼミ生の発表�

６� 9 ⽉ 17 ⽇�

・イベントと先進地視察について�
・新城区まちあるき実施後の活動について�
・業務委託内容について�
・⻄普天間の⽂化財について�

※本業務対象外�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
  

No� 開催日� 議題及び取組内容�

７� 10 ⽉ 15 ⽇�

・新城区まちあるきと意⾒交換会についての振り返り�
・喜友名区のまちあるきについて�
・有識者検討会議について�
・先進地視察会について�
・イベントについて�

８� 11 ⽉ 26⽇� ・次年度のNBミーティングの活動について�
・大⼭区のまちあるきについて�

９� 12 ⽉ 17 ⽇�
・パネル展の開催に向けて�
・次年度の活動について�
・懇話会について�

10� 1 ⽉ 21 ⽇� ・次年度の活動について�
・有識者検討会議への情報提供について�

11� 2 ⽉ 18 ⽇�

・大⼭区まちあるきと意⾒交換会についての振り返り�
・第２回有識者検討会議について�
・次年度の活動について�
・新年度の会⻑副会⻑の選出について�

12� 3 ⽉ 17 ⽇�
・役員選挙の実施�
・今年度の活動取りまとめについて�
・次年度の活動について�

写真：定例会の様子①� 写真：定例会の様子②�
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３）NB ミーティングまちあるき 

普天間⾶⾏場に接する地域の課題や要望を拾い上げるため、神⼭地域、新城区、大⼭区のま
ちあるきを実施し、意⾒収集を⾏った。�

３）－１ 3 地区のまちあるき意見交換会の概要 

① 神山地域 

〇開催⽇時：令和元年7⽉ 16⽇(⽕)� 18：30〜20：50�
〇開催場所：神⼭郷友会事務所�
〇テ�ー�マ：遺跡や地形環境、コミュニティ�
〇内� � 容：ルート図や重ね図を⾒ながらコースを歩き、疑問点等を住⺠へ質問し、説明を頂

いた。その後、神⼭郷友会事務所にてNBミーティングから参加者へ質問を投げ
かけ意⾒交換を⾏った。�

〇参�加�者：25名（うち、NBミーティング� 7 名）�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：ルート図�
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写真：まちあるきの様子�

資料：神⼭地域周辺の都市計画図と普天間配置⽅針図の重ね図�
（琉球大学⼩野尋子ゼミ企画・提供）�

写真：意⾒交換会の様子�
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【取組み説明・意見交換の概要】 

意⾒の分類� 意⾒�
跡地内の土地利
用について�

 現在神⼭に住んでいる若い⼈（40代ぐらい）は、⾶⾏場返還後に新たなま�
ちができれば、現集落にある土地を継ぐ⻑男以外は、跡地にできるまちに移
り住むと思う。その後、神⼭が新しく開発され宅地が出来たら、その次代の
子孫に土地を残してあげたいと思う。 

隣接地の土地利
用について�

  将来的に沿道商業地区として位置づけが
なされているエリアの近くに現在墓の配
置がある。将来的には土地の高度利用が図
られ、⾶⾏場跡地内へ移転の可能性が出て
くるのではないか。�

  返還後に新しいまちができたあとは、都市
地区を形成していく事になり、現在の神⼭
集落がそのまま残るのではなく、土地区画
整理事業等を⾏い、新たなまちを形成して
いく事になると思う。あくまでまちが分離
するのではなく、生活の形態が変わる事に
なるのだと思う。�

  将来の計画図を⾒て、シンボル道路も良い
が、公園に交差点を配置したら、緑が町の
イメージとして道路を通る⼈へ印象づけ
られて良いと思う。�

  角地は商業の利用価値が高いので賛否あ
ると思うが、交差点にビルがあるのと緑が
あるのとでは町の潤いや印象が違うと思
う。�

  基地返還後のまちづくりが⾏われる中で、
地域に点在する未利用地を活用した土地
区画整理が神⼭地域も必要になるのでは
ないか。�

  元々神⼭集落は 9 割が基地に接収され、現在の集落は愛知区の土地を⼀部
購入しているという経緯がある。元々の⼈口は５００名だが、現在は 3,000
名程度になっている。普天間⾶⾏場跡地が整備されても、我々は年だから
移らない、孫たちが移ると思う。その 20 年後には現集落も土地区画整理
が入り、その時にはひ孫たちが住めるようになる。基地内を整備しないう
ちに、現集落が土地区画整理という事はあり得ないと思うので、たくさん
の未利用地はあるが、⼿放せない、年配の⽅は基地が返ってこないと思っ
ている。その未利用地を息子、孫のために残している。基地跡地が整備さ
れたらこの土地は不要となるため、土地の転売や土地区画整理等の利用も
できる。 

 

 

 

 

 

墓 地 

地域内の空地 

基地の一部返還地 
市道宜野湾１１号線の整備 
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意⾒の分類� 意⾒�
道路計画に�
ついて�
�
�

  シンボル道路は⽔路、樹⽊の緑地帯は⼀部残し、公園等で活用した⽅が良
い。�

  シンボル道路は公園を分断しないように
北東側を通したらどうか。�

  公園は国道３３０号より高さが低いため、
シンボル道路は公園にかかる部分を高架
式にして、そのまま公園が使用できる⽅が
良い。�

  現在の宜野湾⼩学校の位置は、将来的に国
道 330 号と大通りの角地に位置する予定
となり、交通量が増え危険性が伴うのではないか。�

歴史や自然、�
⽂化財について�

  神⼭集落は基地内にあり、2〜3 年前に集
落の半分以上が調整池になったため、旧屋
敷跡はなく壊滅している状態である。戦前
から残っている集落を⾒るたびに、⽂化史
跡を大事にしていると感じる。新しいまち
づくりをする時には、先⼈達が住み続けて
きた地勢や昔の景観や歴史を大事にして
ほしい。�

  シンボル道路は、未利用地を当てて道路を
曲げているが、そこには⽂化財もある事か
らその位置が適切かどうかは考える必要
があるのではないか。�

  シンボル道路予定地は、緑地や旧排⽔路等
の未利用地となるが、昔ながらの植生や⽂
化財、墓等も残されている。未利用地だか
ら、シンボル道路予定地にするのではな
く、線形や位置を変える等考えた⽅が良い
のではないか。 

  

宜野湾小学校付近の将来土地利用 

地域内の文化財 

（神山・愛知ヌールガー） 

将来土地利用における 

シンボル道路の配置方針付近 
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② 新城区 

〇開催⽇時：令和元年9⽉ 27⽇(⾦)� 17：30〜19：40�
〇開催場所：新城区自治会事務所�
〇テ�ー�マ：将来計画における地域環境への影響�
〇内� � 容：宜野湾市⽂化課より⻄普天間住宅地区跡地の旧道跡※１とイシジャー※２について

現場説明を受け、その後ルート図や重ね図を⾒ながらコースを歩き、疑問点等
を住⺠へ質問し、説明を頂いた。�
その後、新城区自治会事務所にて NB ミーティングから参加者へ質問を投げか
け意⾒交換を⾏った。�

〇参�加�者：39名（うち、ＮＢミーティング� 5名）�
�
※１：旧道跡とは、普天満宮から伊佐へ続いていた道で、東⻄を繋ぐ主要道路として戦前まで利用されていた。�
※２：イシジャーとは、⻄普天間住宅地区跡に位置する枯れ⾕地形、琉球⽯灰岩地帯では珍しい河川渓⾕状の地形を⽰している。�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：ルート図�
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� �

写真：意⾒交換会の様子�

資料：新城区周辺の都市計画図と普天間配置⽅針図と⻄普天間住宅地区跡地計画図の重ね図�
（琉球大学⼩野尋子ゼミ企画・提供）�

�

写真：まちあるきの様子�
（⻄普天間住宅地区跡地内）�
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【取組み説明・意⾒交換の概要】 

意⾒の分類� 新城区�
跡地内の土地�
利用について�

  旧新城区の集落はゲートの後ろから南側
に 72 世帯くらいあった。以前イシバルと
いう住宅があってそこに3世帯くらいを隠
せるほど大きいガジュマルが茂っていた。
現在、住宅はない。�

  返還後の土地はコンドミニアムを建て、観
光客等に賃借したい。�

  基地跡地に自治会館と公園の土地を確保
し、⼀体的に整備してほしい。�

  公⺠館の場所は移動せず、分館を建てて憩いの場にしてはどうか。 

隣接地の土地�
利用について�

  普天満宮門前町を商業地区として盛り上げる活動している（ＮＰＯ普天間
門前まちつくり期成会）⼈達がいる。団体と琉大病院を繋げていけないか。�

  普天間高校前通り（国道303 号線）は元々商店街だった。今は高校生相⼿
の商売ばかりなので、たくさんの⼈々が利用できる商店街の活性化が必要。�

  琉大病院と商業地が離れているため、病院利用者の買い物利用が難しい。
うまく連携できないか。�

  商業地区は琉大病院の近くが需要あると思う。だが商業地区を移動すると
商業核と分断されてしまうため、商業核に⼈が流れなくなる懸念がある。�

  普天満宮前の建物がなくなり、神宮がきれいに⾒れるようになった。昔の
松並⽊の再現をするという事で期待はある。普天満宮と⻄普天間地区の間
がまだ返還されておらず、まちとしてのまとまりに欠けている。普天間か
ら新城区が 1つのまちで⼀体化できたら良いと思う。�

  新城区は⻄普天間地区と普天間基地跡地の新しい地域に囲まれた土地にな
る。交通量だけ増え新城区の価値が落ちるのではという懸念がある。地域
の⽅が損しないまちづくりをしなくてはいけない。 

道路計画に�
ついて�

  移設後の琉大病院には、想定で 1 ⽇ 5 千⼈の来訪を⾒込んでいる。（海外
の医療ツーリズムも想定）地元としては早く県道 81 号線を発展させたい
が、交通量が増える問題もあり難しい。 

景観について�   ⻄普天間地区の医療ゾーンに建つ建物の
高さはどれくらいなのか。建物の高さによ
っては、北⾕への景観・眺望が乱される。
北⾕への眺望は地域の資源である。�

  店舗が増えなくても住宅地区のまま、ア� �
クセスしやすくイシジャーを生かした住
みやすいまちづくりも良いのでは。�

 

公園緑地に�
ついて�

グランドゴルフや⾏事・イベントができる公園がほしい。 

  

西普天間住宅地区跡 
イシジャー 

普天間飛行場内の旧集落跡周辺 
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④ 大山区 

�
〇開催⽇時：令和2年 1⽉ 25⽇(土)� ９：00〜12：00�
〇開催場所：大⼭⼩学校�
〇テ�ー�マ：地域資源の保全と活用�
〇内� � 容：ルート図や重ね図を⾒ながらコースを歩き、拝所や湧⽔等のポイント毎で地

域の自治会⻑や住⺠から説明を頂いた。その後、大⼭⼩学校にてＮＢミーテ
ィングから参加者へ質問を投げかけ意⾒交換を⾏った。�

〇参�加�者：41名（うち、ＮＢミーティング� 5名）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �

資料：ルート図�
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� �

写真：まちあるきの様子� 写真：意⾒交換会の様子�

資料：大⼭区周辺の都市計画図と普天間配置⽅針図の重ね図�
（琉球大学⼩野尋子ゼミ企画・提供）�

�
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【取組み説明・意⾒交換の概要】�
意⾒の分類� 大⼭区�
普天間⾶⾏場跡
地利用の計画に
ついて�

  跡地利用計画について知っている⼈と知らない⼈がいる。�
  跡地利用の全体計画で将来の町の全体像が⾒えないので知りたい。�
  跡地利用計画を市⺠に更に発信していくと良いと思う。�
  将来、子どもが暮らしやすい街にしていくために⼩学生のうちから跡地利
用について学ぶ事も重要だと思う。�
  跡地利用について学校への出前講座をしてほしい。�
  基地周辺も跡地利用開発との繋がりが必要。 

跡地内の土地�
利用について�

  通学路の安全性の確保についても検討し
てほしい。�
  ⼩学校の位置について計画の検討が必要。�
  跡地利用と同時に⻄海岸側の開発も検討
してほしい。湧⽔・緑地を活用する。�
  ⽥イモ後継者が少ない中、大⼭の開発と普�
天間⾶⾏場跡地利用計画を上⼿く繋げて
いく事が必要。 

隣接地の土地�
利用について�

  横断道路の影響で通過交通の増加の懸念
もある。�
  横断道路が造られる事によって住宅が⽇
陰になってしまう⼈もいるのではないか。�
  跡地利用により振興拠点ゾーンに通勤者
が増えた場合、周辺の既存道路が混雑する
のではないか。既存の狭い通りを何とかし
てほしい。�
  将来、高台にあがれる避難路ができたら良
い。 

道路計画に�
ついて�

  横断道路が高架になったら景⾊(⽥イモ
畑、海)が⾒えなくなり景観への影響。 

 

 

 

 

景観について�   跡地利用計画の緑の公園は良いと思う。�
  学校の近くに公園がないので、地域の子ど
もたちが遊ぶ公園があるといいと思う。�
  湧⽔量確保のため、跡地内には緑地確保が
必要。�
  今後、湧⽔が枯れないよう⽔源確保と魅力
のある仕掛けづくりが必要。 

 

  

湧水（アラナキガー） 

大山小学校付近から 
西海岸方面の景色 

国道５８号から普天間飛行場方面
へ上る坂 

普天間飛行場に隣接する高台から
西海岸方面を見渡す景色 
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３）－２ 3 地区のまちあるき意見交換会を通して分かった事 

  話し合いでも、琉球大学のゼミの調査でも７，８割は跡地利用計画を知らない 

  こちらから出向き、⼀緒に歩き会話、お茶をすることで多くの意⾒がでる 

  国際化への懸念、眺望、⽂化財、公⺠館の位置、自分の土地活用等多くの本⾳ 

  476ha は想像できないが、⼩学校校区の範囲は意⾒が出る�
  既存まちづくりに意⾒集中、相互の機能の不都合等指摘�
  公園等の提案の際の事例は市内等、⾝近�
  道路や公園等公共事業が主、⺠間の土地活用に意⾒はない�

 

４）取組み成果と今後の課題 

【取組み成果】 

●メンバーの⾃主性の向上について 
・⼀般市⺠の参加しやすい⽅法について、メンバーによる自主的な提案がなされ、テーマや
検討の進め⽅等の決定がなされた。 

●「まちあるき」⼿法による市⺠の意⾒収集方法の確⽴について 
・テーマを検討する上で、意⾒収集の⼿法の⼀つとして「まちあるき」を実施した。その中
で地域の郷友会や自治会、サークル、教育機関の協力のもと参加者を集め多くの意⾒収集
を図ることができた。�

【今後の課題】 

●取組みの参加者を増やすための検討 
・現状として、定例会やまちあるきに参加するメンバーが固定化されているため、参加して
いないメンバーに対して、現在の活動内容を知ってもらい、再び参加を促す等の検討が必
要となる。�

●活動を実施する際の役割分担 
・イベント開催にあたって役割分担が明確になっておらず、実施スタッフの固定化が⾒られ
る。より活発的な活動に発展させていくためには、実施に至るまでに定例会で議論を交わ
しながら役割分担等を決めていく必要がある。 

●年間活動計画の⽴案 
・活動内容の議論が短期的な内容となり実施についての議論や情報共有が十分に図れず決定
している事から、今後は年度当初に年間の活動計画の大枠の議論を⾏い、メンバーの意⾒
が反映された活動に繋げる必要がある。�

●地域との連携継続 
・今後も「まちあるき」を継続的に実施し、地域の課題や要望等の意⾒集約を図り跡地利用
計画へ反映すべき点を取りまとめていく必要がある。�

・「まちあるき」を⾏う事で地域の団体等との連携を深めていき、継続した普天間⾶⾏場跡地
利用に携わる取組みの協力を依頼していく事が必要となる。� �
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（２）イベントの企画・開催 

 １）開催概要 

NBミーティングの周知を図るため、市⺠の中でも特に跡地利用計画の将来を担う子供の
親世代にターゲットを絞り、サンエー宜野湾コンベンションシティにてパネル展、動画上映
を開催した。�
展⽰パネルについては、活動写真にメンバーのコメントを記載し、動画上映については、
NB ミーティング活動 PV や跡地利用計画 PV の上映を⾏った。併せて、来場者に対してア
ンケートを実施した。�

 

2）実施概要(パネル展示・動画上映) 
 

〇開催⽇時：2019年 1⽉ 14⽇（⽕）〜1⽉ 19⽇（⽇）10：00〜17：30�
〇開催場所：サンエー宜野湾コンベンションシティ�
〇内� � 容：NBミーティングの活動紹介パネル�

① NBミーティングとは� ②まちあるき� ③⽂化財�
④ 意⾒交換会� � � � � � �⑤定例会� � � � � �⑥視察会� � � �
動画上映�
① NBミーティング活動紹介� ②普天間⾶⾏場未来予想図�

〇アンケート回答者：80名�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【パネル展・動画上映の様子】�
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【NBミーティングとは】� 【まちあるき】�

【⽂化財】� 【意⾒交換会】�

●活動紹介パネル� 展⽰内容�
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【定例会】� 【視察会】�
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●動画上映内容�

【NBミーティング活動紹介】�

【普天間未来予想図（普天間⾶⾏場跡地利用計画プロモーションビデオ）】�
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Q1-1� あなたの性別を教えてください。�
選択肢 回答数 構成比 

男性 35 43.8％ 
⼥性 44 55.0％ 
無回答 1 1.2% 
計 80 100.0% 

 

 

 

Q1-2� あなたの年齢を教えてください。�
選択肢 回答数 構成比 

10 代 8 10.0% 
20 代 4 5.0% 
30 代 24 30.0% 
40 代 15 18.8% 
50 代 7 8.8% 
60 代 8 10.0% 
70 代以上 13 16.3% 
無回答 １ 1.1% 
計 80 100.0% 

 
Q1-3� あなたの住まいを教えてください。�

選択肢 回答数 構成比 
宜野湾市内 38 47.5% 
宜野湾市外 36 45.0% 
無回答 6 7.5% 
計 80 100.0% 
 

 

 

 

Q2� 今回のイベントを何で知りましたか？（複数回答可）�
選択肢 回答数 構成比 

チラシを⾒て 4 5.0% 
のぼりを⾒て 27 33.8% 
市のホームページを⾒て 5 6.3% 
その他 40 50.0% 
無回答 4 1.3％ 
計 80 ― 
 

●アンケート結果�
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Q3.今回のイベントでねたてのまちベースミーティングの取組み�
について興味を持てたと思う内容を教えてください。（複数回答可） 

選択肢 回答数 構成比 
地域のまちあるき 43 53.8% 
定例会 7 8.8% 
先進地視察会 8 10.0% 
無回答 11 13.8% 
計 69 ― 
 

 

 

Q4-1.今回のイベントでねたてのまちベースミーティングの取組み�
参加したいと思いましたか？�

選択肢 回答数 構成比 
ぜひ参加する 4 5.0% 
予定がなければ参加する 37 46.3% 
参加しない 33 41.3% 
その他 4 5.0% 
無回答 2 2.4％ 
計 80 100.0% 

 
 
Q4-2.�ねたてのまちベースミーティングの取組みに参加する・しない理由（記述）�
・跡地の変化する様子を知りたい�
・新しいまちづくりに興味があるため�
・子育てが落ち着いたら参加したい�
・参加したいが市役所は少し遠い�
・協調的な感じがしない�
・返還がまだ先だから�
・市外のため�
・体調不良のため�
・引越ししてきたばかりなので権利もないように思うから�
・基地返還とその利用については肯定するが⽇々の業務が忙しい�
・参加はできないが進歩は知りたい�
・おもしろくなさそう�
・内容が分からないため�
・仕事のため参加できない 

 
Q５.その他、ご意⾒等（記述）�
・若い⼈が考えるもの�
・ＮＹのセントラルパークやカナダのスタンレーパークの様な公園を整備して、ハリウッドのよう
に誰もが憧れる都市をめざしてほしい� オーシャンビューなら可能と思う�

・設計図(⻘図面)が重要でそれを先につくり⽰すべき�
・分かりにくかった� もう少し跡地の計画が分かればいいと思った�
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・どう発展するかは鉄道(交通)の計画次第�
・宜野湾市の歴史の講演会をしてほしい�
・住む⼈が中⼼となるまちづくり� 商業施設が多すぎる�
・宜野湾市は渋滞がひどい�
・子供たちが住みやすいまちになればと思う�
・何年先の返還になるのか� 大変な事業だと思うがぜひ良いまちづくりをして頑張りたい�
・浦添のてだこウォークのようなもう少し柔らかい感じのイベントがあれば� 祭りみたいなイベン
トがあれば参加しやすい�

・みんなで話し合い、⽂化財等を⾒て、まちづくりを考えているところが良い�
・とても良いパネル展だと思う、さらに多くの⼈々に周知する取組を進めてほしい�
・浦添の自治会で活動しているまちあるきは良いと思う� 勉強会をやる事はすごく良い�
・もっといろんなおもしろいイベント等⾏いもう少し若い世代にも楽しめるようにしてほしい�
・県外・海外の企業ではなく地元の⼈たちが作り上げるまちづくりにしてほしい�
・例年に比べ写真が多く⽂字が少なくなって良くなっていると思う� 毎年少しずつ違う事にチャレ
ンジしているようで良い� ⾏政だけが動いているように⾒えると、勝⼿にやっているように⾒え
るので今回のような⺠間が動いている形も悪い事ではない 

 

３）取組み成果と今後の課題 

【取組み成果】 

●⼦育て世代へ向けた情報発信について 
・普天間⾶⾏場の跡地利用計画の将来を担う子を持つ親世代をターゲットとし、開催場所
を商業施設にした事により、30代40代の子育て世代とその家族の割合が多く⾒学した。�

【今後の課題】 

●イベントへの関⼼を惹くための⼯夫 
・パネル展⽰場所周辺にのぼりや看板、風船を設置し注⽬を集める工夫を凝らしたが、商
業施設のため周囲に鮮やかな看板等も多く飾られていたため、今後はイベントの開催場
所の条件等も考慮して関⼼を惹く工夫をする必要がある。�

●伝わりやすいパネルの⼯夫 
・極力⽂字を減らし、取組内容に興味関⼼を高める事を重点に考えたため、活動写真にNB
ミーティングメンバーからのコメントを掲載し作成したが、内容が分かりづらかった。
今後は細かな説明を盛り込む事や、NB ミーティングのメンバーが直接説明する等、伝
わりやすい工夫を凝らす必要がある。�
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（３）情報誌「まち未来だより」の作成・発行 

 １）取組概要 

市内全世帯に対して跡地利用に関する情報や⾏政・NB ミーティングの取組みについて
情報の提供を⽬的として、「まち未来だより」を作成し、発⾏した。�

�
 ２）情報発信の内容 

回 数 発送時期 主な掲載内容 

第 10号� 令和 2年 1⽉�

〇紹介事項�
・「まちづくり講座の開催」�
・「パネル展⽰会の紹介」�
･「まちあるき意⾒交換会」�
・「ＮＢミーティングの活動紹介」�

第 11 号� 令和 2年 3⽉�

〇報告事項�
・「パネル展⽰会の開催」�
・「まちづくり講座開催報告」�
・「大⼭区まちあるきの開催」�
・「先進地視察会の実施」�
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 図：「まち未来だより」vol.10（表面）�
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 図：「まち未来だより」vol.10（中面）�
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図：「まち未来だより」vol.11（表面）�
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図：「まち未来だより」vol.11（中面）�
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３）取組み成果と今後の課題 

【取組み成果】 

●跡地利⽤計画に関する情報発信について 
・市⺠のまちづくり機運醸成を⽬的に実施した「まちづくり講座」や「NBミーティ
ングの活動」についての内容等を掲載し、跡地利用に関する情報や、⾏政・NBミ
ーティングの取組みを分かりやすく発信する事ができた。�

【今後の課題】 

●市⺠が跡地利⽤のまちづくりに興味関⼼を持つための⼯夫 
・NB ミーティングの入会案内を掲載しているため、今後入会に繋げていくために紙面構
成及び内容について市⺠から意⾒を聞き出して、内容の更なるブラッシュアップを⾏う
必要がある。�
また、毎年跡地利用のまちづくりに関する企画開催のお知らせについて参加を募集し
ている。今後は、より多くの⽅へ自分事と気づいてもらい企画の参加に繋がるように、
企画内容と自らの生活との関わりについて重点的に説明する等、工夫を⾏う必要がある。�
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２-４．まちづくり講座 

取組み方針①：地権者、市民誰もが宜野湾市のまちづくりを学べ、考える事のできる

場とする。 

取組み方針②：跡地利用のまちづくりにおいて大切な事は何かを学び、まちづくりへ

の参画を促すための場とする。 

�

（１）まちづくり講座の企画・開催 

１）開催概要 

「⽇常生活における地域コミュニティから、普天間⾶⾏場跡地のまちづくりに大切な事は
何か」を題材として、まちづくり講座を計3回開催した。�
また、開催にあたっては、受講者の参加意欲を継続させるために、短期間での集中的な開

催を⾏った。�
�
�

２）開催スケジュール 

回数 開催日時 内容 会場 

第１回� 1 ⽉ 18⽇（土）�14：00〜16：00�

対談�
〜普天間⾶⾏場跡地返還後の
まちづくりで大切な事〜�

宜野湾市役所別館3階
第⼀会議室�

第２回� 2 ⽉ 1⽇（土）�
14：00〜16：00�

那覇新都⼼地区フィールドワ
ーク� 那覇新都⼼地区内外�

第３回� 2 ⽉ 15⽇（土）�14：00〜16：00�
意⾒交換（ワークショップ）� 宜野湾市役所仮設庁舎�
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３）実施概要 
①第１回 

○開催⽇時：令和2年 1⽉ 18⽇（土）14：00〜16：00�
○受講者数：12名（NBミーティング、若⼿の会、宜野湾市⺠等）�
○内� � 容：普天間⾶⾏場跡地返還後のまちづくりで大切な事�

〜銘苅新都⼼自治会における地域コミュニティの形成と取組みを事例
として〜�

○講� � 師：前原� 信達� 様（銘苅新都⼼自治会会⻑/那覇市自治会⻑連合会会⻑）�
池⽥� 孝之� 様（琉球大学名誉教授/NPO法⼈沖縄の風景を愛さする会

理事⻑）�
�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（対談の概要） 

池⽥氏：普天間⾶⾏場の跡地利用にあたり地域資源を大事にしていく事になると思うが、
新都⼼地区では地域がもともと持っている歴史的資源をどの様に活用している
のか。�

前原氏：地域で自分たちの宝をどう発⾒できるかが重要で、そのためには地域の歴史を
勉強する事からはじめる。そうすると地域の財産が⾒えてくる。そしてそれを
地域の中で学習し、子どもたちに教え伝えていく取り組みをしている。�

池⽥氏：地域での様々な取り組みの企画、運営はすべて自治会で⾏っているのか。�
前原氏：最初の立ち上げは自治会で⾏い、次からは実⾏委員会による実施とする等続け

る仕組みをつくっている。また、学校を巻き込んだり、専門の⽅を招いて実施
する等⼀緒になって取り組んでいる。�

池⽥氏：当時の地権者が地域にはどのくらいの割合いるのか。跡地利用を考えてきた地
権者がコミュニティの中⼼になっているのか。�

前原氏：地権者がどのくらいの割合で住んでいるかは分からないが、⼩学校の生徒の苗
字を⾒ると、大体３割が県外の苗字で７割が沖縄の苗字である。そのうち、銘
苅地域に元々多い苗字は１割程度である。地域のコミュニティが立ち上がると
き、知らない⼈同士では立ち上がらない。はじめはもともと土地を持っている

写真：第１回まちづくり講座の様子�
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地域の⼈たち、特に 30 代〜40 代の⼈たちが中⼼となってきっかけをつくり、
そこに新しい⼈や関⼼のある⼈が加わるかたちでつくられた。�

池⽥氏：⼩学校区が⼀つの単位としてまちづくりにとても力を発揮しており、跡利用に
おいて⼩学校区の設定もしっかり計画すべきと感じる。地域に立地する企業は
コミュニティづくりにどのように参加しているのか。�

前原氏：コミュニティづくりにおいて企業や事業所をいかに巻き込むかは⾮常に重要で、
新都⼼地区では地区全体を対象とする通り会に参加しており、地区全体の様々
な活動に協力する等複合的につながっている。コミュニティは学校を中⼼につ
くりやすいため、地域コミュニティが福祉や医療、教育等様々な面での圏域に
なってくる事を考えると、跡地利用の際にはある程度意識しながら取り組む事
が大事だと思う。�

池⽥氏：新都⼼地区周辺の⼈たちとの協力関係はどのようになっているのか。�
前原氏：新しいまちとその周辺のまちをハード整備によりネットワークを図っても差が

出てしまう事は当然の事であり、大切な事は、⼈の動きや地域コミュニティ等
⽬に⾒えない部分をどの様につくっていくかの視点が⾮常に重要となる。�

�
（質疑応答）�
参加者：将来のまちづくりがずっと先で、その間に⼈も、時代も、風景も変わっていく

中、今から地域コミュニティをどのようにつくっていけばいいのか。�
前原氏：今いる⼈たちが議論してまとめた事を次の世代に伝え、次の世代はそれをベー

スに考え⽅をまとめ、また次の世代に伝えていくように、常に自分たちの先端
の考えを伝え続けていく事だと思う。�

参加者：返還時期が延び、跡地利用に対して消極的な状況となる場合はどのように取り
組めばよいか。�

池⽥氏：地域資源として大事なところを確認し、それを次の世代にずっと引き継いでい
く事が大事だと思う。�

前原氏：地域資源を⾒えるところから次の世代にレクチャーしたり、⾒ながら話をする
と思う。地域に住む⼈たちが地域を使いこなす事がいい地域につながる。使い
こなすためには地域をよく知らないといけない。地域の⼈、団体、⽀える組織
をよく知る事で使いこなす事ができる。�

参加者：古いコミュニティと新しいコミュニティはうまくいったのか。�
前原氏：跡地周辺の昔からある自治会とは別に立ち上がった。その⽅が新しい地域の課

題にも対応しやすいと思う。ただし、⼩学校区が⼀緒のため、これから協働し
て様々な事に取り組める状況にある。�

参加者：今考えたときにあったらよかったものは何か。�
前原氏：協働プラザは地域の様々なコミュニティの中⼼核になる機能となっており、そ

こに学ぶ場所や集える場所としての図書機能やスペースがあれば良いと考えて
いる。�
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参加者：次の世代につないでいく中で⼩学校や中学校の先生の役割は重要と感じたがい
かがか。�

前原氏：⼩学校の先生と同じように地域も家庭も大事。子どもたちが大きくなったとき
に計画づくりに参加できるような準備を整えておく必要があり、大切な地域の
宝を⼀緒に巡ったりしておく事が大事である。�

�
�
�

②第２回 

○開催⽇時：令和2年 2⽉ 1⽇（土）14：00〜16：00�
○受講者数：12名（NBミーティング、若⼿の会、宜野湾市⺠等）�
○内� � 容：那覇新都⼼地区フィールドワーク�
○講� � 師：前原� 信達� 様（銘苅新都⼼自治会会⻑/那覇市自治会⻑連合会会⻑）�
�
�
（フィールドワークのルートと現地写真）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� �
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（各地点の概要）�
①天空橋、※1⽔のみちゾーン�
・いろいろな⼈が⾷べ物・飲み物を持ち寄り集える場� 夜のピクニック（大⼈の飲み会）�
・デザインコンペによるトイレ設置�
・新都⼼循環バス（新都⼼地区内100 円）�
・⼈の動線を考えたネットワーク作りが課題�
�
②備蓄倉庫�
・緊急時にはドクターヘリがとめられる総合公園�
・⾮常時・災害時にはトラックも搬入可能�
・アレルゲン対応、バリアフリー⾷品の備蓄�
・企業との連携による備蓄管理�
�
③防災トイレ�
・那覇市で初めて設置された⾮常用の防災トイレ（マンホール10個）�
・12⽉に⾏われるクリーン・グリーン・グレイシャス（CGG)では、約 1,500名が集ま
り⼀⻫清掃する�

⑤シグルクガー�

⑦ガジュマル公園� ⑨てんとうむし公園�

①天空橋�
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�
④伊是名殿内墓（いぜ等んちばか）�
・⻲甲墓としては県内最大規模、高度の⽯造技術�
・付近の古墳群と⼀括して国の史跡として指定されている�
�
⑤シグルクガー�
・地域の拝所、⽻⾐伝説の舞台とされている�
・道ジュネーの前に奉納エイサーを⾏う�
・ホタルの観察会も⾏われる�
�
⑥沖縄の杜�
・風を感じられる場所（⽔の道、風の道）�
・横断ルートがない�
・夜はライトもなく⼈通りが少ない�
�
⑦ガジュマル公園�
・戦前のガジュマルの⽊が公園内に残っている（かつての屋敷林）�
・戦前と現在地の位置確認の⽬印となっている�
�
⑧じんじん広場�
・地域住⺠で考えた名称板（正式名称：新都⼼公園）�
・地元⼩学生の描いた絵、地元書家の⽂字�
・地元住⺠自ら⾒積り・デザイン�
�
⑨てんとうむし公園�
・地域の祭りが⾏われる�
・自治会事務所を昼間児童クラブとして使用�
・児童クラブから毎⽉賃料が入る�
�
⑩銘苅御殿�
・銘苅子と天⼥と子どもの絵が納められている�
・現在は離れにあるため自由に参拝できる�
�
※２� 跡地周辺市街地�
・川を境にして区画整理区内・外に分けてある�
・道路が繋がっていないところがある�
�
�
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⑪市⺠協働プラザ�
・協議会、連合会、⽂化協会等が入っている�
・1ブース⽉1,500円で借りられる⽀援ブース�
・私書箱があり郵便が届く�
�
�

③第 3 回 

○開催⽇時：令和2年 2⽉ 15⽇（土）14：00〜16：00�
○受講者数：9名（NBミーティング、若⼿の会、宜野湾市⺠等）�
○内� � 容：意⾒交換（ワークショップ）�
○講� � 師：前原� 信達� 様（銘苅新都⼼自治会会⻑/那覇市自治会⻑連合会会⻑）�
�
（概要） 

ワークショップ形式で、銘苅新都⼼地区のまちづくり（地域コミュニティ、地域資
源の活用、地域の活動、施設等）について「良いと思った点、工夫できると思った点」
について意⾒を出し合った後、「普天間⾶⾏場返還後のまちづくりで大切な事は何か」
について意⾒交換を⾏った。�
最後に、今年度のまちづくり講座の講師である前原氏より、「良い地域とは？」、「誰

がどのようにつくるのか？」、「どのように継続していくのか？」に関して総括がなさ
れた。�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �

写真：第 3回まちづくり講座の様子�
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【良いと思った点】�
Aグループ� B グループ�

公園�
・⼩さいものから大規模なものまであった�
・公園を活用したイベント・防災対策�
・子供が集まる公園が多くある�
・公園の夜の活用（賑わい・交流等、都市
公園の在り⽅が変化してきている）�

・公園と⽂化施設（博物館）の関係�
・てんとうむし公園は自治会の事務所があ
り平⽇は学童クラブとして賃料を徴収
し、イベント等の場所として使用する等
多様な使い⽅をしている�

�
コミュニティ・イベント�
・公園と住宅街が⼀体�
・住宅地と街区公園の関係「祭り」（物理的
にも作る過程も）�

・周辺企業も含めて⼈が参加する仕組みが
ある�

・夜のピクニックは⼈が集まるし子供も安
⼼して⾏ける�

・皆で料理を持ち寄ると新しい出会いがあ
る�

�
交通�
・循環バスが便利に使えそう�
�
防災�
・集う場所の副として、備蓄倉庫や防災ト
イレがある�

�
自然�
・風の流れを意識した緑�
�
地形�
・平坦地は⼈や物の動きがスムーズ�
�
歴史・⽂化の保全、継承�
・銘苅子の歴史・⽂化が残されている（地
域へ公開、若い⼈等の勉強になって良い）�

・⼩学校での銘苅子、⽻⾐伝説の学習・活
動（踊り）・継承�

・⽂化財や自然を大事にしている�
・伊是名殿内墓（⽯積）、ガジュマル、シグ
ルクガーの伝説等歴史を感じる�

防災�
・備蓄倉庫、防災トイレ等防災機能が考えられ
ている�

�
地形�
・元々ある地形や自然が残されている�
�
歴史・⽂化の保全、継承�
・伊是名殿内は素晴らしい古墳だと感じた�
�
�
�

� �
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【もっと工夫できると思った点】�
Aグループ� B グループ�

公園�
・遊具、⽇陰が少ない�
・公園と⽂化施設が動線的に裏っぽい�
・天空橋のイベントではトイレ不足が問題�
�
交通�
・道路が狭く渋滞がひどい�
・自転車が乗れるようなまちづくり�
・モノレール駅とまちとの関係�
�
自然�
・銘苅⼩学校と沖縄の杜との関係（もっと活
用できるのでは）�

・沖縄の杜をもっと⾝近に�
・シグルクガーをもっと多くの⼈に⾒られる
ように�

�
地形�
・⾒晴らしが良いポイントが建物の⼀部だっ
た�

・起伏のある地形を残したほうが良かった�
・銘苅と周辺市街地との差があるので⼀体的
にできたら�

�
⽇陰の創出�
・天空橋は冬以外は昼間暑くて歩けない�
�

交通�
・歩く⼈中⼼に歩道を繋げてほしい�
・通勤・通学時の交通渋滞が道路の関係（車線
が少ない）にある点が残念�

�
施設�
・公⺠館のような機能があちこちにあるのか�
・⼈が座れる（集まれる）場�
・地域コミュニティ+公⺠館�

�
�
【普天間⾶⾏場返還後のまちづくりで大切な事】�

Aグループ� B グループ�
安⼼・安全なまちづくり�
・防犯�
・防災公園�
・公園内に緊急（救急）時への備えがあるとよ
い�

・防災時に対応できる機能�
・防犯面の考慮（ライトの設置）�
・⽇が暮れると自然に点くセンサーライトがあ
れば夜も⼈が来る�

・夜の公園イベントを高層マンションから⾒る
事ができる（公園と住宅との関係）�

�
周辺市街地との連携�
・道路の配置�
・公園の配置�
・都市機能の配置�
・周辺市街地付近に⼩さな公園を点在させる�
�

防災�
・新都⼼公園よりも大きな大規模公園
（100ha）を作ると防災にも良い�

・仮設住宅となる公⺠館を多く設置する�
・避難できる広場�
・トイレ、寝る場所の設置⽅法、場所�
・紙の仮設住宅等�
・丘側、海側の両⽅からアクセスできる良さ
を活かした防災拠点作り�

�
施設�
・市⺠協働プラザのような⼈が気軽に集える
ような施設作り�

・図書館�
・たまり場となるような空間、施設�
�
交通�
・渋滞解消の交通機関�
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歴史・⽂化の保全、継承�
・喜友名には拝所が沢⼭あるが若い⼈は知らな
いので⼀般公開するとよい�
・歴史・自然の残し⽅、活かし⽅は市⺠のアイ
デアを反映する�
�
交通�
・車をできるだけ使わなくてよい交通計画（自
転車、緑道、徒歩、⽇陰）�
・鉄軌道の駅の位置は重要�
�

�
歴史・⽂化の保全、継承�
・現存しているものの保存・調査�
・重要遺跡等の保存、活用（観光資源）�
�
コミュニティ形成の在り⽅�
・⼈と⼈の繋がり、⼈が集まれる場所の形成�
�
�
その他�
・県の機能を移す（機能移転）�
�

【総括】�
良い地域づくりのためには、地域を良く知る事（資源・危険な場所・歴史・施設・⼈を

知る事）がベースとなる。�
地域を知る事により、地域を使いこなす事ができる。その事により、創造的・個性的な

アイデアが浮かんでくる。また、⼈と⼈との繋がりができる事で、まず自助力が高まり、
共助力が高まってくる。そして自治力が高まり、良い地域がつくられる。�
このような地域づくりを継続していくためには、⾏政の役割としては地域住⺠に対する

学習の場の提供、⼈材のマッチング、情報提供及び活動の場を提供する事が重要である。�
 

４）取組み成果と今後の課題 

【取組み成果】 

●まちづくりに関する知識の向上について 
・地域コミュニティがまちづくりにどう活かされているか、また、地域固有の資源を
まちづくりに活かす⼿法等に関して、受講者の知識の向上を図る事ができた。�

【今後の課題】 

●受講者増に向けた⼯夫 
・受講者数は第１回が最も多く、第 3回が最も少ない状況であったため、開催間隔や
曜⽇、開始時刻について改めて検討する必要がある。�
・周知⽅法として、紙媒体（案内チラシの全自治会配布、公共施設配布）以外にQR
コード、専用応募フォームを設けて参加者の受付を⾏ったが、参加⼈数が少なかっ
た。また、応募フォームからの応募者は、フォームが宜野湾市HPへの掲載だけで
あったため、2名という結果であった。応募⽅法について、⼈の⽬を惹きつける工
夫が必要である。�
�

●継続的にまちづくりに関わる事のできる仕組みの検討 

・普天間⾶⾏場跡地利用に対する市⺠の意識を高めていくためにも、まちづくり講座
修了後の、受講者がまちづくりに継続して関わっていけるような仕組みを検討する
必要がある。�
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２-５．普天間⾶⾏場跡地まちづくり合意形成懇話会 

取組み方針①：合意形成活動の方向性等について継続した議論を実施する。 

取組み方針②：若手の会、NB ミーティング両組織が活動を進めていく中での課題等

について検討し情報共有を図ると共に、各々の組織にフィードバックさ

せる事により、着実な合意形成活動に繋げていく。 

（１）普天間飛行場跡地まちづくり合意形成懇話会の企画・開催 

１）開催概要 

本業務の進捗状況の報告や活動成果の検証等を⾏い、着実な合意形成活動に繋げていくた
めに、「普天間⾶⾏場跡地まちづくり合意形成懇話会」を計3回開催した。�
今年度は、字別意⾒交換会とNBミーティングの活動内容について、周知⽅法や進め⽅等

に関する意⾒を頂いた。また、今年度の取組み結果を踏まえた課題と、今後の意向醸成活動
を⾏う上での留意点や取組み内容等について検討を⾏った。�
�
�
�

� �
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２）第１回実施概要及び議事要旨 

〇実施概要 

①⽇� � 時� ：令和元年８⽉ 27⽇（⽕）� 17：30〜19：30�

②会� � 場� ：宜野湾市農協会館 2階� でいご�

③出�席�者�
（敬称略）�

：⽯原� � 昌家� � 沖縄国際大学� 名誉教授【会⻑】�
上江洲� 純子� � 沖縄国際大学� 教授【副会⻑】�
⼜吉� � 信⼀� � 宜野湾市軍用地等地主会� 会⻑�
佐喜眞� 祐輝� � 宜野湾市軍用地等地主会� 副会⻑�
⼜吉� � 真由美� 宜野湾市軍用地等地主会� 事務局⻑�
大川� � 正彦� � 普天間⾶⾏場の跡地を考える若⼿の会� 会⻑�
宮城� � 武� � � 普天間⾶⾏場の跡地を考える若⼿の会�
呉屋� � 勝広� � ねたてのまちベースミーティング� 副会⻑�
浜川� � ルミ子� ねたてのまちベースミーティング�
多和⽥� 功� � � 宜野湾市基地政策部次⻑兼まち未来課⻑�
立⼭� � 善宏� � 専門員（昭和株式会社）�

《事務局》�
東江� � 信治� � 宜野湾市基地政策部まち未来課� 係⻑�
髙良� � 夏美� � 宜野湾市基地政策部まち未来課�
松原、⻘野、⽯井（昭和株式会社）�

④式次第� ：１．開会�
２．令和元年度懇話会について�
３．議題�
令和元年度の取組みについて�

４．閉会�

⑤配布資料� ：・令和元年度� 第 1回� 普天間⾶⾏場跡地まちづくり合意形成懇話会�次第�
・普天間⾶⾏場跡地まちづくり合意形成懇話会設置要綱及び名簿�
・資料①：関係地権者等の意向醸成・活動推進調査業務【普天間⾶⾏場】�

令和元年度の取組みについて�
・資料②：字別意⾒交換会� 開催概要（案）�
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〇意見概要 

� 昨年度及び今年度の活動概要について地主会事務局より説明�

⼜ 吉�
（ 地 主 会 事 務 局 ⻑ ）�

普天間⾶⾏場東側の市道宜野湾 11 号予定地の引き渡しが平成 31 年 3 ⽉末に
あり、事務では補償⾦や給付⾦の⽀払いで慌ただしい⼀年であった。�
⻄普天間については、宜野湾市と跡地利用計画の実現に向けて取り組んできて
おり、平成 31 年に土地区画整理事業の認可を受け、仮換地指定に向けて着々
と進んでいる状況である。�
キャンプ瑞慶覧のインダストリアル・コリドー地区が令和６年度（2024 年度）
またはその後に返還予定のため、昨年度からまちづくり勉強会を宜野湾市と開
催している。次年度は基本⽅針づくりに向けた取組みを進める予定である。�
また、市で計画されている道路事業については、軍用地に関連する部分がある
ため、地権者の不安を少しでも払拭できるよう情報提供や相談窓口を設けてい
る。軍用地については沖縄県・宜野湾市で先⾏取得を⾏っており、さらに沖縄
県では昨年から個別での住宅訪問を⾏っているため、地主会としてはそれらに
関する意⾒交換や事務調整を⾏っている。それ以外にも、地権者の⺟数は増え
ているが地料は増えていない状況であるため、今年度の地主会会費率の⾒直し
を⾏い、軍用地料の 0.45％から 0.50％に引き上げを⾏った。将来の地権者組
織として成り立たせ、引き継いでいくためにも財源は必要と考える。�
地権者向けの、地主会の事業の説明と地権者の研修を兼ねた全体説明会を平成
29年度から開催しており、平成 30年度は相続や税⾦制度について説明を⾏っ
た。今年度は 11 ⽉頃に⾏う予定であるが、内容は未定である。地権者は相続
に興味がある⽅が多いので、相続法改正等について情報提供を⾏っていければ
と考えている。�

⽯ 原�
（沖縄国際大学� 名誉教授）�

地権者の⺟数が増えているという事であるが、その理由は相続によるものなの
か、あるいは投資対象として増えているのか。�

⼜ 吉�
（ 地 主 会 事 務 局 ⻑ ）�

理由としては両⽅ともあるが相続が最も多い。筆数で⾒ても 50％が相続であ
る。新しく県外の⽅が相続された割合等は把握できていないが、普天間⾶⾏場
に限らず申し上げると、軍用地部分の地権者数が平成 31年３⽉末で4225名。
うち宜野湾市内が2574名、県内（宜野湾市外）が 1376 名、県外が263名、
国外が 12名である。�

� 若⼿の会の活動について�

宮 城�
（ 若 ⼿ の 会 ）�

資料①P2� 上から６⾏⽬「若⼿の会から事業を牽引する⼈材が輩出される」と
あるが、数年前に新規で参加された⽅が今年は参加されていない。⼀時期は参
加者数が増えていったが、また減ってきている。今年に入ってからの参加者は
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いつもと同じメンバーである。そのような、⼀時期は参加していたが来なくな
ったメンバーをどうするか。また、P5 にも記載されている「新規メンバーへ
の事前学習の実施」について、昨年度は新メンバーに対する⼿引書を作成して
はどうかという話が定例会の中であったため、⼿引書を⾒て大まかな会の内容
を理解してもらい、定例会に臨んで頂ければと考えている。�

事 務 局�
�

⼿引書については昨年度途中まで作成していたが、作成を今は止めておこうと
いう話になっている。そのため、まず⼿引書の作成をどう取り扱うか、若⼿の
会として今後検討頂きたい事項と考えている。しかし、初参加者への事前レク
チャーという点に関して言えば、定例会終了後個別にこれまでの若⼿の会の取
組み内容や、会の活動⽬的や主旨について丁寧な説明を事務局として今後させ
て頂ければと考えている。�

⽯ 原�
（沖縄国際大学� 名誉教授）�

⼿引書という名称では固苦しいので、Q＆A 形式にすれば良いのでは。若⼿の
会メンバーにとっては当たり前の事でも新規メンバーには分からない事があ
るため、そういった内容を Q&A 形式でまとめれば新規メンバーへの説明時間
も省略できる。�

事 務 局�
�

⼿引書については、先程のご意⾒を含め若⼿の会の中で調整頂ければと考え
る。�

立 ⼭�
（ 専 門 員 ）�

若⼿の会に新メンバーが入るのは嬉しい事であるが、新メンバーからの質問に
時間が割かれ、議論が進まない事は問題である。⼀⽅、⻑年若⼿の会活動に取
り組んでいるメンバーの情報量や知識にすぐ追い付けるのかといえば、それも
難しい。そのため、基礎的な事項を取りまとめたQ＆Aを作成して新規メンバ
ーに配布する取組みは良いのでは。合わせて、新規加入時には会の趣旨等につ
いて個⼈レベルでレクチャーを⾏う機会を設ける等、会を円滑に進めるための
工夫が必要である。�

大 川�
（ 若 ⼿ の 会 会 ⻑ ）�

過去に若⼿の会のしおりやパンフレットを作成して頂いたが、在庫がないため
新たに作成する必要があるのでは。�
字別意⾒交換会では跡地利用計画策定に向けた取組みの説明に時間を要し、地
権者の声が充分に聞けない状況である。若⼿の会の説明が⻑いという意⾒もあ
る事から今年度は事務局の説明のみにとどめ、後はテーブル形式での意⾒交換
という流れで進めてはどうか。�

浜 川�
（ＮＢミーティング）�

若⼿の会やNBミーティングについては、会の活動や検討内容について最初か
ら詳しい話を知っておかなくとも構わないのではないか。多くの⼈に気軽に参
加して頂き、その中で興味のある⼈が会に残ればよい。詳しく知りたい⼈と軽
く知りたい⼈の情報を分けてはどうか。ホームページや若⼿の会⼿引き等につ
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いても、軽く分かりやすい内容を最初に掲載すれば入ってきやすいのではない
か。�

� 字別意⾒交換会について�

事 務 局� 字別意⾒交換会について、地主会として気になる点があれば教えて頂きたい。�

⼜ 吉�
（ 地 主 会 会 ⻑ ）�

事務局や若⼿の会から丁寧な説明を受けても、初めて参加した⼈は何を質問す
ればよいのか分からない。継続的に開催し、徐々に理解して頂くしかない。回
数や参加者が少なくとも継続する事が大事である。�
新しい⽅が参加された時、事務局としてどういった新しい情報が提供できるか
によって新鮮味も出てくる。参加した地権者が勉強になったと思えるような意
⾒交換会にする必要がある。字別意⾒交換会は、地権者の意⾒を吸い上げる場
として必要である。�

宮 城�
（ 若 ⼿ の 会 ）�

字別意⾒交換会は昨年度4回開催されているが「説明が⻑く討論の時間が少な
い」と言う意⾒があるため、その場の状況を⾒ながら説明を短くする必要があ
る。�

⼜ 吉�
（ 地 主 会 会 ⻑ ）�

地権者にとって興味があった事等、意⾒を吸い上げる場は大事である。�

多 和 ⽥�
（宜野湾市基地政策部次⻑
兼 ま ち 未 来 課 ⻑ ）�

これまで実施してきた字別意⾒交換会の配布資料は難しかったため、今回は資
料枚数も少なく分かりやすくしたい。例えば、現在鉄軌道の検討が進められて
いるが、構造等の専門的な話は地主の⽅は理解するのが難しいと思われるた
め、ルートの話に絞る等工夫したい。�
字別意⾒交換会の参加⼈数が多いと各テーブルの⼈数も多く、地権者の意⾒を
聞くのに時間を要する。多くの意⾒を聞けるよう、終了時間の延⻑も含めて調
整していければと考える。�
これまで 2⽉に字別意⾒交換会を開催していたのは、若⼿の会の検討結果の発
表の場と位置づけていたためである。しかし寒い時期で参加者も少ない事か
ら、今回は開催時期を10⽉〜12⽉頃に変更した。若⼿の会の検討テーマを強
く出しすぎるとこれまでと同じになりかねないため、若⼿の会の検討テーマの
発表の場ではなく、現在の検討内容に対して意⾒を伺う場としても良いのでは
ないか。�

上 江 洲�
（沖縄国際大学教授）�

私のゼミでは、経験値の高い⼈が低い⼈の面倒を⾒るようにしている。留学生
でもそうであるがバディ制度を採用し、意⾒交換と意⾒集約を⾏う際にバディ
がフォローする。字別意⾒交換会においても有効な⼿法の１つではないか。�
また、意⾒を述べるにあたりお題が設定されていると意⾒が出やすいため、ま
ずそれについて意⾒交換し、その後お題を定めない自由意⾒を述べる時間を設
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定してはどうか。若⼿の会の役割を意⾒交換会に盛り込むならば、例えば若⼿
の会がお題を設定し、それに対する意⾒交換を⾏えば地権者や市⺠からの意⾒
を吸い出す事ができるのではないか。そういった満足感が参加者にあれば次に
つながると考える。�

⽯ 原�
（沖縄国際大学� 名誉教授）�

過去の意⾒交換会で出た意⾒については、取りまとめているのか。�

事 務 局� 頂いた主要な意⾒については取りまとめて報告書に記載すると共に、地権者⽀
援情報誌ふるさとに掲載する事で全地権者に対して周知している。�

⽯ 原�
（沖縄国際大学� 名誉教授）�

ふるさとに掲載した意⾒について、字別意⾒交換会の参加者は⾒ているのか。
例えば意⾒交換会会場で、過去の意⾒を取りまとめたものを配布すれば、参加
者も触発されるのではないか。�

宮 城�
（ 若 ⼿ の 会 ）�

過去の字別意⾒交換会でよく出る意⾒、主な質問をＱ＆Ａで会場に準備しては
どうか。�

立 ⼭�
（ 専 門 員 ）�

Q&A を準備するのであれば、字別意⾒交換会自体に⽀障が出ないよう、提⽰
する情報については充分考える必要がある。�

� NBミーティングの活動について�

呉 屋�
（ＮＢミーティング副会⻑）�

NB ミーティングにも個⼈で考え⽅やこだわりの差がある。私は、市⺠の⽬線
で意⾒を述べて頂ければ構わないと申し上げているが、難しく考える⽅も多
い。原点に戻り、まちづくりに対しては自由に自分の意⾒を述べる事ができる
という事を理解して頂けるようにしていきたいと考える。神⼭地域で実施した
まちあるきの結果等も含め、今後は若⼿の会メンバーも積極的に参加頂いて意
⾒をもらい、周辺市街地住⺠からの意⾒とすり合わせていければと考える。�

宮 城�
（ 若 ⼿ の 会 ）�

NB ミーティング主催の神⼭地域まちあるきに参加したが、良い内容だった。
NBミーティングの活動に若⼿の会も協力していければと考えている。�

上 江 洲�
（沖縄国際大学教授）�

NB ミーティングのまちあるきについて、地域住⺠は普段から自⾝のまちの課
題が分かっているため、様々な意⾒が出ると考えられる。⾊々な意⾒が出る中
で、何を自分が持って帰るのかが次に繋がってくる。地区ごとで課題を設定し、
解決するための意⾒交換を⾏う形が良いのではないか。�
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� まちづくり講座について�

上 江 洲�
（沖縄国際大学教授）�

受講者の主体性を持たせるために3回⽬では自分から発信するような仕組みが
あるとよいのでは。例えば第１回でテーマを設定し検討を進め、第３回で複数
チームでの意⾒発表を⾏い修了書を渡す等。�

立 ⼭�
（ 専 門 員 ）�

昨年度にスタートしたまちづくり講座は全４回のプログラムであったが、回を
追うごとに参加者が減ってしまった。地権者や市⺠に関⼼を持って頂けるテー
マ設定や開催の工夫は必要であるが、より良い形で継続させていくためにもホ
ームページのみでなく様々な機会で発信していく事が重要と考える。昨年度の
イベント前に市役所ロビーで⾏った簡易アンケートでは、108 名中 100 名が
「まちづくりに興味が持てた」と回答しており、市⺠の潜在的な関⼼はあるも
のと考える。今年度は前回懇話会での意⾒を踏まえてスケジュール全体を前倒
ししているが、その事によりパネル展⽰や字別意⾒交換会と同時期にまちづく
り講座を開催するスケジュールとなったため、まち未来だよりの発⾏を含め多
くの機会でＰＲする必要がある。�
また、我々都市計画コンサルタントにも、講座を受講すればポイントが入⼿で
きるＣＰＤ制度というものが存在する。例えば、大学生がまちづくり講座に参
加しレポートを提出すれば、大学の単位取得ができる等、大学と連携した取組
みができれば学生の参加に繋がるのではと考えるがいかがか。�

上 江 洲�
（沖縄国際大学教授）�

大学の単位については条件が厳しい。大学の講座の中に盛り込んで連携する事
は可能である。大学で求められる事は、PBL（Project� Based� Learning；課
題解決型学習）であり、課題を与えて学生自⾝が解決⽅策を発信する取り組み
である。教授と協力して、計 15 回という大学の授業の中で、この３回分は受
講しないと講義の内容として成果にならないという形で参加してもらう⽅法
はある。�

⽯ 原�
（沖縄国際大学� 名誉教授）�

シンポジウムや講座に参加してレポートを提出すると、授業の評価の指標の１
つにするという事は以前⾏った事がある。�

事 務 局� 今年度は「跡地利用による周辺市街地への効果と影響」というテーマを設けて
いる。昨年度の参加状況を鑑みると、内容やテーマ、言葉が難しいのではと考
えている部分がある。地権者や市⺠の興味を惹きそうなテーマとして何かあれ
ば、お考えを伺いたい。�

⼜ 吉�
（ 地 主 会 事 務 局 ⻑ ）�

若⼿の会発足当初も、新都⼼を⾒学し、普天間⾶⾏場返還後はどのようなまち
づくりができるか意⾒交換を⾏った事がある。�
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宮 城�
（ 若 ⼿ の 会 ）�

メインテーマはそのままとし、サブテーマを平易な言葉で設けてはどうか。�

浜 川�
（ＮＢミーティング）�

「普天間⾶⾏場が返ってくる前と後」というようなテーマは分かりやすいので
はないか。�

上 江 洲�
（沖縄国際大学教授）�

「普天間基地が還ってきたら？？ビフォー・アフター」というテーマは分かり
やすくて良いのでは。�

呉 屋�
（ＮＢミーティング副会⻑）�

子ども達の⽬線から⾒て、自⾝の住んでいるまちの周辺がどう変わってほしい
というような、希望を持たせればよいのではないか。�

⼜ 吉�
（ 地 主 会 会 ⻑ ）�

普天間⾶⾏場内だけ整備しても、周辺市街地を⼀体的に整備しないと良いまち
はできないため、⽅向性が混在してしまうのではないか。テーマを明確にさせ
ておく必要がある。�

上 江 洲�
（沖縄国際大学教授）�

それは講師に考えてもらえばよい。市⺠には区別が付いていない。参加しても
らい「これまで自分が抱いていたイメージとは異なり、こういう事を考えてい
るんだ」という事を学んでもらえればよいと考える。講師に⽬的と⽅向性を決
めて頂いておく必要はあるが。�

立 ⼭�
（ 専 門 員 ）�

資料①P14に記載されている通り、普天間⾶⾏場跡地のまちづくりは跡地の中
だけを考えても機能せず、周辺市街地と⼀体的に考える必要があり、そのため
のきっかけとなるのが今年度の講座の主旨である。先ほどのビフォー・アフタ
ーで言えば、ビフォーが現状、アフターが跡地利用に伴い変化した周辺市街地
の状態という事になる。�

⼜ 吉�
（ 地 主 会 会 ⻑ ）�

テーマを明確にして進める必要がある。跡地利用と周辺市街地を⼀体的に考え
るという事は、幅が広すぎるのではないかと懸念する所もある。�

⽯ 原�
（沖縄国際大学� 名誉教授）�

開発前後の比較という事であれば、浦添市のモノレール前⽥駅〜てだこ浦⻄駅
区間が大きく変化しているため、1つの事例としてもよいのではないか。�

� イベントについて�

上 江 洲�
（沖縄国際大学教授）�

イベントのパネル展⽰の感想について、シールを貼って選択してもらう仕組み
は分かりやすくて良いが、選択肢が「大変良かった」、「良かった」、「普通」、「良
くなかった」では、大半が「良かった」に回答すると考えられる。そのため内
容を工夫して、その結果を報告できるようにしてはどうか。また、アンケート
⼿法について、学生の場合はバーコードに慣れているため、バーコードの読み
取っての数問のアンケートならば回答が期待できる。その⽅法であれば、学生
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⽬線で聞きたい事として内容を絞る事はできると考える。そういった質問の中
に、自⾝が回答した事がイベントで反映されている事が参加すれば分かるもの
があると、より次に繋がると考える。�
結局、「参加し甲斐があった」という所に集約されるのではないか。�

多 和 ⽥�
（宜野湾市基地政策部次⻑
兼 ま ち 未 来 課 ⻑ ）�

資料①P13� ２）イベントについて、現時点でＮＢミーティングと調整してい
る内容はあるのか。�

事 務 局� 8 ⽉のＮＢミーティング定例会で、子どもや若い⽅を対象としたイベントを開
催したいという話が後半で出たところであり、具体的な内容は未定である。�

多 和 ⽥�
（宜野湾市基地政策部次⻑
兼 ま ち 未 来 課 ⻑ ）�

ＮＢミーティングを含めた市⺠向けのイベントは⾮常に大事である。�

上 江 洲�
（沖縄国際大学教授）�

大学生も主要ターゲットと記載されているため、イベントについては、できれ
ば早⽬にお知らせ頂きたい。�

浜 川�
（ＮＢミーティング）�

NB ミーティングでイベントの話があった事について補足したい。昔県の主催
で子ども達を対象とした普天間⾶⾏場跡地の絵画コンクールが開催され、その
時に応募した子どもが大⼈になり、自分の子どもが絵画コンクールに絵画を応
募して「私が子どもの頃も同じイベントがあった」という話があったという事
から、子どもの頃から跡地利用について考えるというイベントの話になった。�

� 情報発信の仕⽅について�

浜 川�
（ＮＢミーティング）�

まちづくりに関⼼がある⼈はインターネットで情報を探している。例えば若⼿
の会については、「若⼿の会」というキーワードで検索できるのか。�

多 和 ⽥�
（宜野湾市基地政策部次⻑
兼 ま ち 未 来 課 ⻑ ）�

市ホームページにも若⼿の会・NB ミーティングの活動は記載されているが、
情報量が多く細かいため⾒づらい。市としても情報発信の仕⽅を整理する必要
がある。�

上 江 洲�
（沖縄国際大学教授）�

ホームページに初⼼者マークを付けて、そこだけ⾒れば大まかな内容は理解で
きる等も考えられる。�

⼜ 吉�
（ 地 主 会 会 ⻑ ）�

誰が⾒ても⾒やすい、馴染みやすいものにする事が大事である。�
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� その他�

⽯ 原�
（沖縄国際大学� 名誉教授）�

4〜5 年前の話であるが、業務受託者が大学に訪れた際、将来の普天間⾶⾏場
跡地のまちづくりのデモンストレーションを作製するためのアイデアを出し
て頂きたいという話があったが、その後どうなったか。字別意⾒交換会の場で
⾒てもらえれば、イメージがわきやすいのではないか。�

立 ⼭�
（ 専 門 員 ）�

字別意⾒交換会の際に、県市共同調査で作製された動画を放映しているが、そ
の動画の事か。�

⽯ 原�
（沖縄国際大学� 名誉教授）�

その事かも知れない。動画は活用しているという認識でよいか。�

多 和 ⽥�
（宜野湾市基地政策部次⻑
兼 ま ち 未 来 課 ⻑ ）�

県市共同調査の中で作成した動画についてはイベント等で活用しているが、別
の動画の事かもしれないので、市の⽅で確認したい。�
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３）第２回実施概要及び議事要旨 

〇実施概要 

①⽇� � 時� ：令和元年 12⽉ 26⽇（⽊）� 17：30〜19：50�

②会� � 場� ：宜野湾市役所別館 3階第⼀会議室�

③出�席�者�
（敬称略）�

：⽯原� � 昌家� � 沖縄国際大学� 名誉教授【会⻑】�
上江洲� 純子� � 沖縄国際大学� 教授【副会⻑】�
⼜吉� � 信⼀� � 宜野湾市軍用地等地主会� 会⻑�
⼜吉� � 真由美� 宜野湾市軍用地等地主会� 事務局⻑�
宮城� � 武� � � 普天間⾶⾏場の跡地を考える若⼿の会�
富川� � 盛光� � 普天間⾶⾏場の跡地を考える若⼿の会�
佐藤� � 努� � � ねたてのまちベースミーティング� 会⻑�
呉屋� � 勝広� � ねたてのまちベースミーティング� 副会⻑�
多和⽥� 功� � � 宜野湾市基地政策部次⻑兼まち未来課⻑�
立⼭� � 善宏� � 専門員（昭和株式会社）�

《事務局》�
東江� � 信治� � 宜野湾市基地政策部まち未来課� 係⻑�
髙良� � 夏美� � 宜野湾市基地政策部まち未来課�
松原、⻘野、⽯井、崎⼭（昭和株式会社）�

④式次第� ：１．開会�
２．報告�
� � 第 1回懇話会の概要�
� � 先進地視察会を振り返って�
３．議題�
� � 字別意⾒交換会を振り返って�
� � ＮＢミーティングの活動について�
４．閉会�

⑤配布資料� ：・令和元年度� 第 2回普天間⾶⾏場跡地まちづくり合意形成懇話会�次第�
・資料①：第1回普天間⾶⾏場跡地まちづくり合意形成懇話会� 議事録�
・資料②：先進地視察会を振り返って�
・資料③：字別意⾒交換会� 意⾒概要�
・資料④：イベント活動等市⺠向けの取組みについて�
・資料⑤：ねたてのまちベースミーティング� 令和元年度活動報告�
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〇意見概要 

� 先進地視察会について�

富 川�
（ 若 ⼿ の 会 ）�

今回は、主に鉄道沿線における大規模な土地区画整理事業地区を視察したが、
どの地区も似通ったまちと感じたため、まちづくりを⾏う上では工夫や特徴が
必要と感じた。�
普天間⾶⾏場跡地において緑をどうまちの中に取り込むか等、緑のネットワー
クのあり⽅を考えていく上で参考になった。�
つくば駅から総延⻑約 48kmのペデストリアンデッキが整備されているが、現
在はあまり活用されていないという話であった。普天間⾶⾏場においても同
様、単純にデッキを整備しただけではあまり活用されないと考えられるため、
緑のネットワークを広幅員の歩道と組み合わせて構築し、⽊陰の中を歩く形に
すれば⼈も歩くのではと考える。�
まちが出来上がった後のまちづくりの仕組みの１つとして、駅前保育ステーシ
ョンという取組みは参考になった。�
居住者の意識が高い（⺠度が高い）⼈達が住むと、よい町になる。景観や防犯
等に関する市⺠講座等を継続して開催し、意識を高めていく取組みが必要であ
ると感じた。�

呉 屋�
（ＮＢミーティング副会⻑）�

宅地の隣地境界の柵も低く⾒通しがよく、防犯の面で参考になった。�
柏北部東地区について、天候が良ければ農作業をしながら雑談をする等、常に
誰かが外にいて声を掛け合える状況にあるという光景が想像でき、まちの安全
に自然と繋がるのではと感じた。�
中根・⾦⽥台地区について、緑住農⼀体型住宅地の考え⽅が特徴的な点であり、
管理組合を設立し良好な景観を創出している点が参考になった。普天間⾶⾏場
跡地においても、どうしても⼀定のまちづくりルールが必要であると感じた。�
つくば駅中⼼市街地については整備後約 50 年が経過しており、現在当該地区
で直面している課題を知る事ができて良かった。普天間⾶⾏場跡地においても
同様、⻑期的なまちづくりの視点を持って、更新時期を念頭に置きながらまち
づくりを検討していく事が必要であると感じた。�

宮 城�
（ 若 ⼿ の 会 ）�

新市街地地区における安⼼・安全まちづくり協議会の活動内容について、立ち
上げ後は県の事業による補助を活用し、現在は協賛⾦で賄っているという事で
あるが、協賛⾦は県事業による補助⾦よりも高額なのか。�
次に、同地区の市野⾕の森は新市街地地区と県施⾏の流⼭運動公園周辺地区の
公園を隣接させて⼀体的に公園としたという事であるが、面積はどの程度か。�
最後に、宅鉄法は「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の⼀体的推進に
関する特別措置法」という事であるが、当該法律は大都市限定であり普天間⾶
⾏場跡地への適用可能性はないのか。あるいは普天間⾶⾏場跡地のために新た
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な法律を制定する事ならば可能なのか。�

富 川�
（ 若 ⼿ の 会 ）�

新たな法律という事ならば、政治的な判断による所が大きいのではないか。�

事 務 局�
�

1 点⽬について、県の補助事業であるため事業⽬的と内訳が決定していると考
えられる。そのため事業の内容により⾦額も異なってくる。補助事業よりも協
賛⾦が高額なのかどうかは確認が必要であるが、恐らく協賛で⽇常的な活動を
⾏うという点から考えると、過去の補助⾦よりも低額であると推察される。�
市野⾕の森の公園面積については、現在⼿元に資料がないため確認させて頂き
たい。�

→市野⾕の森公園面積について、全体 24.1ha(内、県の公園事業で
18.5ha、県施⾏区画整理で 2.6ha、UR施⾏区画整理で 3.0ha)�

�
宅鉄法の適用可能性について、対象となる鉄道及び地域は明確に定められてい
ないため、適用の可能性については今後の個別判断になると考えられる。新た
な法律制定の可能性についても同様、個別の判断と考えられる。�

上 江 洲�
（沖縄国際大学教授）�

私は学生時代つくば市にいたが、当時は歩車分離の考え⽅やペデストリアンデ
ッキに⾮常に驚いた。デッキは家族連れがよく利用していた。しかし私の友⼈
も TX 開通後は葛城地区に移り住んでおり、中⼼市街地の空洞化が進んでいる
事は実体験として感じている。�
時代を経るにつれ、まちも年老いていくため、それに合わせた取組みが必要と
感じた。�
若いまちをつくるにあたって、緑を繋ぐ、ペデストリアンデッキを整備すると
いう考え⽅は、若い家族連れに対しては良好な空間を提供する事に繋がると考
える。�

佐 藤�
（ＮＢミーティング会⻑）�

今回報告頂いた視察の資料についてパワーポイント版を作成し、NB ミーティ
ングに活用させて頂けないか。多くの⽅に知識として知って頂いておく必要が
あるが、地域との意⾒交換の際、NB ミーティングの視察参加者から説明頂く
等できればと考えている。�

事 務 局�
�

パワーポイント作成やNBミーティングに活用頂く事は問題ないため、対応し
たい。�

� 字別意⾒交換会について�

立 ⼭�
（ 専 門 員 ）�

跡地利用計画策定に向けた検討内容を若⼿の会が理解して説明する事は、将来
の地権者合意形成を図っていく上で⾮常に有意義な取組みであったと考える。�
今後計画の具体化が進んでいく上では、⾏政から地権者に対して説明するより
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も地権者同士で説明を⾏う⽅がスムーズな合意形成に繋がる場面も出てくる
と考えられる。�
地元の会合と予定が重複したため、参加⼈数が少なかった⽇もあったと伺って
いる。地元の会合や大きな団体の活動予定⽇等避ける形で⽇程調整する事が可
能であれば、より多くの参加⼈数が⾒込めると考える。�

宮 城�
（ 若 ⼿ の 会 ）�

字別意⾒交換会参加者へのアンケート結果について、字別意⾒交換会の時間が
短かったという回答が 4件あったという事であるが、意⾒交換会の後半になる
と慣れてきて意⾒を述べるようになったため、時間が足りないという回答にな
ったのではと考える。�

多 和 ⽥�
（宜野湾市基地政策部次⻑
兼 ま ち 未 来 課 ⻑ ）�

「字別」と冠した意⾒交換会であるため、これまではできるだけ自治会事務所
等を活用して開催してきたが、結果的に地主が多く存在する宜野湾区、大⼭区、
喜友名区で多く開催していた。�
今回は会場の確保が難しく、3回中 2回を市役所で開催したため、参加⼈数が
減少した理由の 1つである。反対に、初参加の⽅は中々自⾝が住んでいる地区
以外の自治会事務所には⾏きづらいため、市役所で開催した事が、初参加者が
増えた要因の1つなのではと考える。�
会場について、自治会事務所と公共施設の組み合わせの検討を⾏う事により、
初参加者の取り込みと多くの地主との意⾒交換が可能になるのではと感じた。�
開催時期についても、もう⼀工夫あればより参加⼈数が増えるのではと感じ
た。�

佐 藤�
（ＮＢミーティング会⻑）�

字別意⾒交換会で頂いた意⾒をどう取り扱うのか。これだけ多くの意⾒を跡地
利用計画に反映しないのか。生の地元の意⾒であるためぜひ計画に反映すべき
と考える。また、地元とのコミュニケーションをどう取っていくかが重要にな
ってくると考える。�
整理の仕⽅の1つとして、跡地利用計画の各項⽬に対してどのような意⾒があ
るかという視点で整理し直してはどうか。�

富 川�
（ 若 ⼿ の 会 ）�

参加者について、過去の字別意⾒交換会から継続して参加している⽅よりも初
参加者の⽅が多い。継続した参加を促すために、会の持ち⽅、意⾒のフィード
バックの仕⽅等工夫できれば、意⾒交換会で頂いた意⾒もある程度共有できる
のではないかと考える。�

宮 城�
（ 若 ⼿ の 会 ）�

毎年度参加している⽅もいるが、参加しても意⾒は述べず聞いているだけの⽅
もいる。�

事 務 局� 継続した参加を促すための工夫として何か助言等あれば頂きたい。�
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⼜ 吉�
（ 地 主 会 会 ⻑ ）�

地主会が説明会等開催する場合、説明会は家族での参加を呼びかけている。�
跡地利用計画は将来に続く議題であるため、次世代を担う学生をターゲットと
して開催すべきと考えている。毎年度意⾒交換会を実施する事について否定は
しないが、⼈材育成も重要である。現在の取組みは継続しながらも、若い世代
の育成も進める必要がある。�
会場については市役所等公共施設で開催した⽅がよいのではないか。自治会事
務所は会合や自治会⾏事、サークル活動等が予定されており、会場の確保が困
難である。�

上 江 洲�
（沖縄国際大学教授）�

参加しやすい⽇程を組み、初参加者でも参加しやすい内容にする。�
現在は、頂いた意⾒を跡地利用計画に反映させる事が可能なのかと述べる事が
できる時期であると考えられるため、多く頂いた意⾒が何なのか視覚的に⾒せ
る工夫（大きく太い⽂字で表す等）を⾏ってはどうか。�
後は、意⾒交換会の内容が継続参加者のためのメニューになっていないため、
コンセプトを変えても良いのではないか。�
参加者を増やすための取組みの参考として、私は離島で外国⼈⼥性と結婚した
⽅の調査を現在⾏っており、その調査では家族で参加頂くようにしている。子
ども達も走り回れる事ができるように畳の間で開催する事により、若干ではあ
るが参加率が向上した。�

⽯ 原�
（沖縄国際大学� 名誉教授）�

⺠度が高ければよいまちになるという話と関連して、字別意⾒交換会の⽬標と
して、ある⼀定の意識共有も大事であり、1つの刺激になるのではないか。�

立 ⼭�
（ 専 門 員 ）�

参加者を増やすための取組みとして、例えば平⽇昼間の開催の⽅が地主が集ま
りやすいならば選択肢の1つとしてもよいのではないか。�

宮 城�
（ 若 ⼿ の 会 ）�

その場合、若⼿の会メンバーの内、現役世代の参加は難しい。�

⼜ 吉�
（ 地 主 会 事 務 局 ⻑ ）�

地主会単独の説明会を平⽇昼間に開催したところ、初めて参加できてよかった
という⽅もいらっしゃった。平⽇昼間に開催した場合、若⼿の会の参加が難し
いならば説明の仕⽅を工夫してはどうか。また、地主の家族間で跡地利用計画
について話し合える事のできるツール（過去に作成した副読本等）を活用し、
跡地利用計画について考えるきっかけづくりを⾏っても良いのではないか。�

� ＮＢミーティングの活動について�

事 務 局� ＮＢミーティングから、次年度の活動内容について「若⼿の会との共同作業」
という提案を頂いたが、若⼿の会として定例会の中で諮って頂き、結果をＮＢ
ミーティングにお伝えする事で対応したい。�
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宮 城�
（ 若 ⼿ の 会 ）�

個⼈的な意⾒としては、若⼿の会としても賛成頂けるものと考えている。�

⼜ 吉�
（ 地 主 会 会 ⻑ ）�

跡地利用計画の内容に対するＮＢミーティングとしての考えをどう取りまと
めていく予定か、現時点の考えをお聞かせ頂きたい。�

佐 藤�
（ＮＢミーティング会⻑）�

ＮＢミーティングとして跡地利用計画に対する考えを取りまとめる事は考え
ておらず、地域の意⾒を吸い上げて有識者検討会議の場に提⽰する事を考えて
いる。�
地域からの意⾒がなかった場合、検討会議の意⾒だけで跡地利用計画策定の条
件が確定してしまう懸念があるため、地域からの意⾒を事前に伝えておけばそ
の内容を考慮した上で検討頂く事が可能となる。�
ＮＢミーティングの役割の 1つとしては、地域の意⾒を吸い上げ、整理し、有
識者検討会議に伝える事と考えている。�

� イベント活動（パネル展）について�

佐 藤�
（ＮＢミーティング会⻑）�

「普天間未来予想図 PV の放映」については、ＮＢミーティングとしての意⾒
ではなく、また、放映に関しては個⼈的にも反対である。�
理由は 2つあり、1つは普天間未来予想図 PVのボリュームに対し、ＮＢミー
ティング活動紹介のボリュームが少ない事から圧倒されてしまい⽬立たなく
なってしまう懸念がある事、もう1つは、普天間未来予想図 PVをＮＢミーテ
ィングが作成したと誤解されてしまう懸念がある事である。�
ＮＢミーティング主体で開催するならば、ＮＢミーティングの意⾒を尊重すべ
きと考える。�

宮 城�
（ 若 ⼿ の 会 ）�

私は放映しても良いと考える。ＮＢミーティングが作成したものではない、と
⽰しておけばよい。PV に惹きつけられてパネルの内容を⾒る⽅も存在するの
ではないか。�

事 務 局� 普天間⾶⾏場跡地利用計画策定に向けた取組み内容について周知を図るイベ
ントとしてコンベンションシティに諮っているため、PV は放映する⽅向で進
めたい。�

上 江 洲�
（沖縄国際大学教授）�

パネル展で展⽰する内容は何を想定しているのか。�

佐 藤�
（ＮＢミーティング会⻑）�

定例会の中では、ＮＢミーティングは専門職の集まりではなく⼀般市⺠が集ま
っている事を伝えたいという意⾒が多かった事から、まちあるき等の活動を⾏
っている写真に吹き出しを設け、メンバー自⾝の考えや思い等を追加して、楽



82�

�
  

しい部分もあるという事を伝えたいと考えている。�

上 江 洲�
（沖縄国際大学教授）�

その効果として何を狙っているか。�

佐 藤�
（ＮＢミーティング会⻑）�

ＮＢミーティングという組織の存在を周知したい。跡地利用計画は地主が議論
すべき事項であり、市⺠は黙っているべきという考えを持った市⺠が多いので
はないかと考えている。そうではなく普通の市⺠も参加できる事を PRしたい。�

上 江 洲�
（沖縄国際大学教授）�

市⺠が興味を持ったとして、その先はどういう事を考えているか。�

佐 藤�
（ＮＢミーティング会⻑）�

QR コードでＮＢミーティングの取組みへの参加を呼び掛ける事を想定してい
る。�

上 江 洲�
（沖縄国際大学教授）�

直近のＮＢミーティング活動としてまちあるきがあるため、申込フォームに繋
がるようにすれば良いのではないか。�

佐 藤�
（ＮＢミーティング会⻑）�

その形で対応したい。�

上 江 洲�
（沖縄国際大学教授）�

普天間未来予想図についても、PVではなく静止画を並べる形で⾒せて、QRコ
ードで動画サイトに⾶ばす事もできると考えられるため調整頂きたい。�
まちづくり講座についても合わせてQRコードを付けて頂きたい。大学生は電
話で申し込みを⾏わない。若い世代向けに実施するならば、メールか申込フォ
ームとなる。�

⼜ 吉�
（ 地 主 会 事 務 局 ⻑ ）�

パネル展開催のアナウンスは⾏う予定か。�

事 務 局� 市役所ホームページでの周知と、年明けのチラシ作成・配布を考えている。�

� その他�

宮 城�
（ 若 ⼿ の 会 ）�

今後の話であるが、⺠度を上げるという発言に関連して、まちづくりに関する
哲学をまちづくり講座のテーマとして設定し、意識を高めていっても良いので
はないか。�
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４）第３回実施概要及び議事要旨 

〇実施概要 

①⽇� � 時� ：令和２年３⽉ 2⽇（⽉）� 17：30〜19：30�

②会� � 場� ：宜野湾市役所別館 3階第⼀会議室�

③出�席�者�
（敬称略）�

：⽯原� � 昌家� � 沖縄国際大学� 名誉教授【会⻑】�
上江洲� 純子� � 沖縄国際大学� 教授【副会⻑】�
⼜吉� � 信⼀� � 宜野湾市軍用地等地主会� 会⻑�
⼜吉� � 真由美� 宜野湾市軍用地等地主会� 事務局⻑�
宮城� � 武� � � 普天間⾶⾏場の跡地を考える若⼿の会�
富川� � 盛光� � 普天間⾶⾏場の跡地を考える若⼿の会�
佐藤� � 努� � � ねたてのまちベースミーティング� 会⻑�
呉屋� � 勝広� � ねたてのまちベースミーティング� 副会⻑�
多和⽥� 功� � � 宜野湾市基地政策部次⻑兼まち未来課⻑�
立⼭� � 善宏� � 専門員（昭和株式会社）�

《事務局》�
東江� � 信治� � 宜野湾市基地政策部まち未来課� 係⻑�
髙良� � 夏美� � 宜野湾市基地政策部まち未来課�
松原、⻘野、⽯井、崎⼭（昭和株式会社）�

④式次第� ：１．開会�
２．報告�
� � 第２回懇話会の概要�
３．議題�
� � 令和元年度活動報告と今後の取組みに向けて�
４．閉会�

⑤配布資料� ：・令和元年度� 第３回普天間⾶⾏場跡地まちづくり合意形成懇話会�次第�
・資料①：第２回普天間⾶⾏場跡地まちづくり合意形成懇話会� 議事録�
・資料②：令和元年度活動報告�
・資料③：今年度の課題と今後の取組みに向けて�
・参考資料：各活動報告�
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〇意見概要 

� 若⼿の会について�

宮 城�
（ 若 ⼿ の 会 ）�

現在、若⼿の会の定例会参加⼈数は多い時で 10名程度、少ない時は 3名であ
る。字別意⾒交換会への若⼿の会からの参加⼈数も６〜7 名と少なかった。若
⼿の会の熱意が伝わっていないため、字別意⾒交換会での地権者の参加も少な
いのではないか。�
厳しい意⾒になるが、自分事として考えていく事が大切である。�

佐 藤�
（ＮＢミーティング会⻑）�

参考資料に掲載している若⼿の会の取りまとめ結果について、外部に発信する
予定はないのか。�

事 務 局� 報告書に掲載し公表される。また、地主会へのフィードバックも可能と考える。�

佐 藤�
（ＮＢミーティング会⻑）�

若⼿の会の取りまとめは良くまとめられていると思うため、有識者検討会議で
発信してはどうか。�

宮 城�
（ 若 ⼿ の 会 ）�

若⼿の会も地権者代表として有識者検討会議に参加しているため、会議の場に
おいて発言していければと考えている。�

立 ⼭�
（ 専 門 員 ）�

参考資料 P1 の左下に記載されているが、若⼿の会は議論するだけではなく、
結果を跡地利用計画の内容に地権者の意⾒として取り入れてもらうために検
討している。�

事 務 局� 今後の有識者検討会議や次年度以降の字別意⾒交換会で、若⼿の会の考えとし
て発信していく予定である。�

佐 藤�
（ＮＢミーティング会⻑）�

参考資料Ｐ2の「（仮）跡地利用について考える会」とは、将来立ち上がる可能
性がある組織の事か。後、「普天間⾶⾏場に縁のない⽅（全く関係ない⽅）は
メンバーの対象外」となっているのはなぜか。�

事 務 局� P２については、若⼿の会からの意⾒をまとめている途中段階の資料であり、
最終的に決まったものではない旨をまずご了承頂きたい。�
「（仮）跡地利用について考える会」は、まちづくり協議会のような組織をイ
メージしており、地権者、若⼿の会、ＮＢミーティングとその他関連団体（JCI・
地域自治会の代表等）様々な主体の⽅々が集まって構成される組織を想定して
いる。「普天間⾶⾏場に縁のない⽅（全く関係ない⽅）はメンバーの対象外」
としている理由としては、興味本位での発言を避けるためである。�

佐 藤�
（ＮＢミーティング会⻑）�

普天間⾶⾏場返還時期より後に、「（仮）跡地利用について考える会」ができる
と若⼿の会は想定しているのか。�
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事 務 局� 発足時期についてはまだ議論が進んでいないため、継続して検討していきたい
と考えている。�

立 ⼭�
（ 専 門 員 ）�

若⼿の会として、「地権者の各々の土地活用意向に応じた地権者組織の立ち上
げが今後必要」と意⾒が出ている。少しずつ、跡地利用計画の実現に向けた視
点で検討内容を具体化する事が必要である。どのタイミングで組織を立ち上げ
るのか議論しても良いのではないか。�

宮 城�
（ 若 ⼿ の 会 ）�

「（仮）跡地利用について考える会」は必要であるが、現状の若⼿の会として、
定例会の⼈数も集まらないため新組織を継続できるのか懸念がある。�
NB ミーティングは次の世代に継承するため、高校生との連携した取組みを検
討している。若⼿の会も若い世代の会員発掘が必要と考える。�

⽯ 原�
（沖縄国際大学� 名誉教授）�

次の世代に考え等伝えていくためには、Q＆A 形式で会の活動紹介や考え等を
分かりやすくまとめていく事が必要である。�

富 川�
（ 若 ⼿ の 会 ）�

若⼿の会は、会員は多いが定例会に参加している会員は限られている。�
若⼿の会の名称変更を検討して頂きたい。�
新規会員の発掘が必要である。新規会員がいないと世代交代すらできない。�
返還後の事業着⼿までには会の引継ぎが必要になるため、組織の⾒直しが必要
となる。組織のメンバーは土⽊と建築の関係者のみではなく、環境、動植物、
社会学等他分野からの参加が必要である。�

� NBミーティングについて�

佐 藤�
（ＮＢミーティング会⻑）�

今年度の活動を振返って、市⺠が意⾒を出せる場をつくる事がＮＢミーティン
グの役割であると感じた。物理的な「場」ではなく「機会」をつくる事が重要
である。�
今年度は、都市計画マスタープランにおける都市の将来像と「全体計画の中間
取りまとめ配置⽅針図（案）」を自治会単位で重ね合わせて、その複合図を用
いてまちあるきを⾏った。地域単位に限定してまちあるきを実施した事によ
り、多くの意⾒を伺う事ができた。�
地域から頂いた意⾒については、有識者検討会議で概要を報告し、有識者検討
会議で伝えた内容を各地域に伝える事がこれからのNBミーティングの課題で
あると考える。有識者検討会議においても、地域単位の意⾒を盛り込んで頂き
たい。�
また、まちあるきを実施した3地区からの共通事項として、現状の課題が多く
出てくるという事も重要である。普天間⾶⾏場の周辺住⺠は、将来的に普天間
⾶⾏場跡地の需要者になる可能性が高い。現状の課題を解決させる事により、
多くの土地活用の需要が掘り起こせるのではないか。�
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宮 城�
（ 若 ⼿ の 会 ）�

私は NB ミーティングの活動に積極的に関わるという意味で、NB ミーティン
グまちあるきに全て参加した。2回⽬の新城区では、若⼿の会から 4名が参加
したが、3回⽬の大⼭区は 2名であった。大⼭区のまちあるきは土曜⽇の午前
中に実施され時間的な余裕があったが、神⼭地域と新城区は夕⽅に実施したた
め実施時間が２時間と短く、歩いている最中に薄暗くなり急ぎ足になった。大
⼭区のまちあるきが、時間的に余裕もあり良かった。�

呉 屋�
（ＮＢミーティング副会⻑）�

まちあるきを1回実施した地区に対して、2回⽬、３回⽬のまちあるきの告知
をしておくべきであった。�

� 次年度の取組みについて�

佐 藤�
（ＮＢミーティング会⻑）�

次年度の取組みとして、NB ミーティングの活動を次世代に引き継いでいくと
いう意味で試験的に高校生を対象とした取組みを⾏えないか検討している。�

佐 藤�
（ＮＢミーティング会⻑）�

まちづくり講座のテーマ②として「クリエイターが勤務する市内企業」と記載
されているが、具体的にどのような講座内容を想定しているか。なぜクリエイ
ターを選んだのか。�

事 務 局� これまで地権者や市⺠のまちづくりという視点で知識習得を⾏ってきたが、企
業（来る側）の話は中々伺えておらず、広告や IT関係の⽅から話を伺う事がで
きれば、まちづくりに対する別の視点を習得できると考えたためである。この
場でご意⾒を頂き、今後テーマも含めて検討させて頂きたい。�

⼜ 吉�
（ 地 主 会 会 ⻑ ）�

跡地利用計画の検討にあたっては地域の意⾒も大切であるが、⻄普天間住宅地
区では様々な組織との意⾒交換会を⾏っている。今だからこそ、県⺠フォーラ
ムのような大規模な会議が可能ではないか。地主会、若⼿の会やNBミーティ
ングだけでは、意⾒が出尽くす事となるため、⺠間組織（商工会等）を活用し
て意⾒交換を⾏った⽅が良いのではないか。商工会等から新たな意⾒を取り込
んでいく時期ではないか。�

多 和 ⽥�
（宜野湾市基地政策部次⻑
兼 ま ち 未 来 課 ⻑ ）�

若⼿の会、NB ミーティングと宜野湾市内のまちづくりに関連のある団体との
意⾒交換の実施について、⾏政としても検討していきたい。�
まちづくり講座の地域コミュニティの部分について、子ども達に歴史を継承し
ていくことがまちづくりの糧になるという事が分かった。そのため、子ども達
や若い世代に対し、跡地利用に関する学習を単発ではなく、継続して取り組め
る⽅法があればと考えている。例えば今年は３年生、次年度は４年生、その次
の年は５年生を対象とした勉強会を開催すれば、対象学年の児童は継続して学
ぶ事ができるため、単発の講座よりも効果的であると考える。大⼈になっても
覚えているような、インパクトのある取組みを次年度⾏ってはどうか。�
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将来的な組織について、例えば⻄普天間住宅地区では返還時期が決まり、返還
まで後２年となった時期に実施したアンケートや説明会でも 2〜3 割程度の回
答・参加率であった。しかし仮換地指定前後の時期になると、８〜9 割の地権
者から意⾒が上がった。このように、直前にならないと地権者は動かないが、
その時に力になったのは過去の勉強会に参加されていた⽅々や、地主会で構成
された組織の⽅々（促進委員会）であった。�
そういった経緯もあるため、若⼿の会、ＮＢミーティングメンバーの世代継承
については返還後のまちづくりをスムーズに進めるためにも、⾏政としてしっ
かりサポートしたい。�

富 川�
（ 若 ⼿ の 会 ）�

若⼿の会と那覇軍港のまちづくりを考える次世代の会（那覇市）、チームまき
ほ 21（浦添市）との合同意⾒交換会が年１回開催されているが、他組織の考
えを聞く機会を増やすため、頻度を少し増やして年２〜３回あっても良いので
はないか。�

立 ⼭�
（ 専 門 員 ）�

資料③P2「（５）字別意⾒交換会」について、平⽇昼間の実施を試験的に取組
んでも良いと考える。�
また、「意⾒交換内容が初参加者のためのメニューとなっているため、参加者
の継続に繋がらないのではないか」という意⾒が前回懇話会の中で挙がってい
るが、字別意⾒交換会は広く⼀般地権者を対象に取組みの周知や意⾒収集を⽬
的とした場である。参加者アンケートにおいても内容が難しかったという意⾒
があり、継続性よりも初参加者を対象に分かりやすく伝えていく事にポイント
を絞ってはどうか。�

富 川�
（ 若 ⼿ の 会 ）�

意⾒交換会の際、地権者に返還後のまちのイメージをどう持ってもらうかがポ
イントである。ただ説明を聞いただけでは何もイメージできない。イメージを
持つためには「⾒る」「体験する」事が大切である。�

⼜ 吉�
（ 地 主 会 会 ⻑ ）�

⻄普天間住宅地区については、県外視察を通して減歩や換地、共同利用等の情
報を集めた。�
字別意⾒交換会については、初参加者を対象として良いと考える。�

上 江 洲�
（沖縄国際大学教授）�

若⼿の会の取りまとめに関して、発信する事も重要である。「若⼿の会の意⾒
を呼び⽔に地権者の意⾒を引き出す」とあるが、もう少し踏み込んでも良いの
ではないか。若⼿の会の考えとして変わらない考え⽅（根幹となる部分）につ
いては、地権者の意⾒として発信しても良いのではないか。�
返還時期が延びるという事は、力を蓄える期間も伸びるという事である。その
ため、「考え」をどうブラッシュアップするか、また、組織の話を詰めていく
事が必要と考える。�
NB ミーティングに関して、まちあるきの成果の地域へのフィードバックも重
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�
 

  

要である。フィードバックを⾏うにあたって、新たにNBミーティング新規メ
ンバー獲得に向けて動いても良いのではないか。�
まちあるき実施済地域に対しては、今年度出てきた課題を説明した上で、その
課題を踏まえて再度まちあるきを⾏っても良いのではないか。課題も⾒えてい
るため、新たな参加者も増えると考える。�
沖縄国際大学と宜野湾市が包括協定を締結した。産業情報学部は沖縄市におい
て中⼼市街地活性化についてゼミで取組み、経済学部では環境をテーマに観光
協会と１年間継続して取組んでいる。包括協定の下、学部や学科をまたいで通
年の企画に取り組む事ができるのではないか。�
まちづくり講座について、例えばクリエイターの件では「ＩＴ企業を集積させ
るために、ＩＴ企業の⽅々が働きやすいまちとは何か」といったようにコンセ
プトを絞る必要がある。これまで考えた事のないジャンルからの提言は、違う
視点を入れるという意味では大事である。�
字別意⾒交換会については、例えば字別代表者意⾒交換会を開催し、各字での
興味、関⼼は何か、どのような⽅法で意⾒交換会を実施した⽅が良いか、率直
に考えを伺ってみても良いのではないか。�

佐 藤�
（ＮＢミーティング会⻑）�

まちあるきのフィードバックについて、具体的な⽅法はまだ決まっていない
が、市⺠に「役立つ」機能がＮＢミーティングには求められていると考える。�
次年度のまちづくり講座では、大規模公園をテーマとする事を提案する。継続
的な宅地需要に公園は大きく関わってくるため、公園の作り⽅、使い⽅につい
て講義して頂ければ地権者も興味を持つのではないか。「稼げる公園」をテー
マとして頂きたい。�

⽯ 原�
（沖縄国際大学� 名誉教授）�

字別意⾒交換会について、過去の意⾒の中から代表的な意⾒をピックアップ
し、それを基に再度意⾒交換して頂きたい。�

宮 城�
（ 若 ⼿ の 会 ）�

次年度のまちづくり講座について、SDGs（Sustainable�Development�Goals
（持続可能な開発⽬標））をテーマとしてはどうか。�

⼜ 吉�
（ 地 主 会 事 務 局 ⻑ ）�

地権者の意⾒を拾い上げていくためには、現状の字別意⾒交換会の持ち⽅では
中々新たな参加者を募る事は難しいと考える。１⼈でも多くの意⾒を拾い上げ
ていくための⽅法もあれば、大多数の意⾒が聞ければそれで良いという考え⽅
もある。会の持ち⽅については検討が必要である。�
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５）「普天間飛行場跡地まちづくり合意形成懇話会」設置要綱 

（設置） 
第１条� 普天間⾶⾏場跡地利用に係る地権者等関係者の合意形成活動を確実に実施するために、

地権者等関係者のそれぞれの活動内容及び⽅向性について十分な協議調整を図る事に資
するために、普天間⾶⾏場跡地まちづくり合意形成懇話会（以下「懇話会」という。）を
設置する。�

（協議事項） 
第２条� 懇話会での協議事項は、次のとおりとする。�
（１）合意形成活動推進上の問題課題の整理に関する事。�
（２）合意形成活動の仕組みと組織づくりに関する事。�
（３）まちづくり⼿法の研究に関する事。�

（組織） 
第３条� 懇話会は、次の会員をもって組織する。�
（１）学識経験者�
（２）宜野湾市軍用地等地主会�
（３）普天間⾶⾏場の跡地を考える若⼿の会�
（４）ねたてのまちベースミーティング�
（５）市の職員�
（６）専門員（まちづくり実務者）�

（任期） 
第４条� 会員の任期は、３年とする。ただし、再任は妨げない。�
２� 会員が欠けた場合における補欠会員の任期は、前任者の残任期間とする。�

（役員） 
第５条� 懇話会に次の役員を置く。�
（１）会⻑� � � � � 1 名�
（２）副会⻑� � � � 1 名�
２� 役員は、会員の互選により定める。�
３� 役員の任期は３年とする。ただし、再任を妨げない。�
４� 会⻑は、懇話会の会務を総括する。�
５� 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故があるとき、⼜は会⻑が欠けたときは、その職務を
代理する。�

（会議） 
第６条� 懇話会の会議は、会⻑が必要に応じて召集する。�
２� 団体会員の会議への出席者数は、議題に応じ必要⼈数とする。�
３� 会⻑が必要あると認めるときは、会員以外の関係者の出席を求め、意⾒を聞く事ができる。�

（事務局） 
第７条� 懇話会の事務局は、宜野湾市基地政策部まち未来課に置き、その事務を処理する。�

（補則） 
第８条� 前条までに規定するものの他、懇話会の運営に関して必要な事項は懇話会で決定する。�
附則 

この要綱は平成 27年１⽉ 27⽇から施⾏する。�
附則（追加） 

１� この要綱は平成 30年 8⽉８⽇から施⾏する。 �
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６）取組み成果と今後の課題 

【取組み成果】 

●次年度の取組みの方向性について 

・以下の内容に関する取組みの⽅向性や考え⽅について意⾒を伺う事ができ、若⼿の
会及びNBミーティングへのフィードバックを⾏った。�
・若⼿の会の次年度の取組み内容�
・NBミーティングの次年度の取組み内容�
・若⼿の会及びNBミーティングの検討成果に対する発信の仕⽅�
・若⼿の会及びNBミーティングの活動や考え⽅を次世代に継承していくための
⽅法�
・字別意⾒交換会の開催にあたっての、会の運営⽅法�
・NBミーティングと市⺠の関わり⽅�

�

【今後の課題】 
●継続した議論の必要性 

・今後も継続して懇話会を開催し、合意形成を進めていくにあたっての⽅向性等につ
いて議論を進めていく必要がある。�

�
 

�
�
�
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２-６．先進地視察会及び合同勉強会 

取組み方針①：若手の会及び NB ミーティング合同での先進地視察会及び合同勉強会

の継続実施による組織間の連携強化と議論の深化。 

 

（１）先進地視察会及び合同勉強会の企画・開催 

１）開催概要 

沖縄県内において検討が進められている鉄軌道計画が実現した際、普天間⾶⾏場跡地及び
その周辺地区に与える影響としてどのような事が考えられるか、また、地域に残る資源を上
⼿く活用するための⽅法、地権者及び市⺠全体で魅力あるまちづくりを考えていくにあたり
必要な事項等を習得する事を⽬的とし、「地域資源を保全、活用したまちづくり」、「鉄道沿
線における大規模区画整理と、鉄道沿線開発を起因とした地域への影響」、「地域全体でのま
ちづくり」の３点をテーマとして先進地視察会及び合同勉強会を実施した。�
なお、視察にあたっては事前に視察先を学習し、視察参加者各自が質問事項や疑問点を整

理した上で実施した。�
�

２）実施概要�

〇開催⽇程：令和元年11⽉ 21⽇（⽊）〜11⽉ 23⽇（土）�
〇視察先及び視察テーマ�

①新市街地地区（千葉県流⼭市）、柏北部東地区（千葉県柏市）�
テーマ「地域資源を保全、活用したまちづくり」�

②茨城県施⾏による土地区画整理地区（伊奈・⾕和原丘陵部地区、島名・福⽥坪地区、
上河原崎・中⻄地区）、UR施⾏地区（葛城地区（つくば市）、中根・⾦⽥台地区（つ
くば市）、筑波研究学園地区（つくば市））�
テーマ「鉄道沿線における大規模区画整理と、鉄道沿線開発を起因とした地域

への影響」�
③安⼼・安全まちづくり協議会（新市街地地区）、葛城まちづくりビジョン研究会（葛
城地区）�
テーマ「地域全体でのまちづくり」�

〇参加者：6名（若⼿の会 4名、NBミーティング 2名）�
�
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①視察スケジュール 

日 時 内 容 備 考 

11/21�
（⽊）�

�8：00�
� 9：15�
11：25�
�

12：45�
�

14：20�
�
�

16：30�
�

那覇空港集合�
那覇空港出発�
⽻⽥空港到着�
↓� ※移動�
昼⾷�
↓� ※移動�
ＵＲ流⼭事務所�
◆勉強会・現地視察：新市街地地区（子育て、
安⼼・安全まちづくり）、柏北部東地区�

現地視察終了�
↓� ※移動�
宿泊先ホテル到着�

�
�
�
�
�
�
説明と質疑応答、現地案内：�
〇UR 都市機構東⽇本都市再生
本部宅地業務部流⼭業務課�
巽担当部⻑、丸⼭課⻑、�
朝隈氏�

11/22�
（⾦）�

8：30�
�

9：00�
�
�
�

11：45�
�

13：00�
�
�

14：00�
�
�
�
�

16：30�

宿泊先ホテル出発�
↓� ※移動�
茨城県つくば事務所�
◆勉強会・現地視察：筑波研究学園都市、つ
くばエクスプレス沿線開発、県施⾏地区�

↓� ※移動�
昼⾷�
↓� ※移動�
◆勉強会：研究学園地区、葛城地区、中根⾦
⽥台地区、葛城地区におけるまちづくり活
動�

↓� ※移動�
◆現地視察：�
14：15〜15：30�
葛城地区� 〜� 中根・⾦⽥台地区�
15：45〜16：30�
筑波研究学園地区�

現地視察終了�
↓� ※移動�
宿泊先ホテル到着�

�
説明と質疑応答、現地案内：�
〇茨城県産業戦略部立地推進局
土地販売推進課� 杉⽥技佐�

〇茨城県土浦土⽊事務所つくば
⽀所� 梅澤⽀所⻑、坂入副参
事、兼澤次⻑、松本課⻑、上
⽥課⻑、⼀澤係⻑�

�
説明と質疑応答、現地案内：�
〇都市交通センター� 櫻井課⻑�
�

〇UR 都市機構� 巽担当部⻑、⻑
澤課⻑、有賀主幹、追川氏�
�

�
�

11/23�
（祝・土）�

9：00�
�
�

13：50�
14：55�
17：40�

宿泊先ホテル出発�
↓� ※移動�
◆つくばエクスプレス沿線の街並み視察�
⽻⽥空港到着�
⽻⽥空港出発�
那覇空港到着�
解散�

�
�
�
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②参加者名簿�
No 所 属 氏 名 

1�

普天間⾶⾏場の跡地を考える若⼿の会�

伊佐
い さ
� 力
つとむ

�

2� 大 門
おおかど

� 達也
たつや

�

3� 富 川
とみかわ

� 盛 光
もりみつ

�

4� 宮城
みやぎ

� 敏 彦
としひこ

�

5�

ねたてのまちベースミーティング�
呉屋
ご や
� 勝 広
かつひろ

�

6� 前 里
まえざと

� 悦子
えつこ

�

7�
宜野湾市役所�
基地政策部まち未来課�

東 江
あがりえ

� 信
のぶ
治
はる
�

8� 髙良
たから

� 夏美
なつみ

�

9�

昭和株式会社�
⽯井
いしい

� 清
きよ
志
し
�

10� 崎 ⼭
さきやま

� 嗣
し
朗
ろう
�
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３）視察内容 

【視察先位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25km 10 0 

 
上河原崎・中西 

 
伊奈・谷和原丘陵部 

 
島名・福田坪 

 
新市街地 
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【各視察先の概要】 

１．新市街地地区（流⼭市）、柏北部東地区（柏市）、安⼼・安全まちづくり協議会�
UR都市機構より両地区の概要説明を受けて意⾒交換を⾏い、その後現地視察を⾏った。�

�
（１）新市街地地区 

◆合同勉強会�
ニュータウン事業実施にあたっての背景、地区の概要及び特徴等について、ＵＲ都市機構� 巽
流⼭・つくば担当部⻑より説明を受けた。�

�
１）ニュータウン事業の背景 

・戦後における住宅不足対策が求められ、昭和30年に⽇本住宅公団が発足し、つくば研究
学園都市、関⻄⽂化学術研究都市、つくばエクスプレス沿線整備といった国家プロジェク
トに基づく開発を、大規模ニュータウン事業として実施してきた。�
・継続して事業に取り組み、令和元年 5 ⽉に新市街地地区（流⼭市）の換地処分公告がな
され、URが施⾏する全てのニュータウン事業（60年）の歴史の幕が下りた。�
�

２）新市街地地区における安心・安全のまちづくりの取組み 

・安⼼・安全なまちを作り上げていくため、多様な関係者（大学、企業、市⺠団体、事業
者、地権者、市、UR、鉄道事業者）から成る「流⼭新市街地地区� 安⼼・安全まちづく
り協議会」が発足。�
・当初は事務局が主体的に動き、様々な取組みと⼈材育成を図っていった。取組みを継続
していく中での分科会の設立、分科会での諸団体の出会いをきっかけとした新たな協働事
業の誕生等、より⼀層の活動の活性化が図られ、現在では協議会が主体となって取組みを
進めている。�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
・主な活動として、 防犯まちあるき、子育て⽀
援、駅前保育ステーション、CAP プログラム（参加型ワークショップ）等に取組んでい

【安心・安全まちづくり協議会の仕組み】 
（UR 都市機構流山おおたかの森パンフレットより） 
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る。�
・協議会が取り組んでいる防犯まちづくりが、平成 20年に「安全・安⼼なまちづくり関係
功労者内閣総理大⾂表彰」を受賞した。�

�
３）地区の特徴 

・環境保全への取組みとして、県立市野⾕の森公園に隣接した⼀体的な公共用地として近
隣公園を確保し、オオタカの営巣地保全とその環境整備に取組んだ。�
・まちの将来をイメージしてもらいやすくするため、商業機能となる「おおたかの森ショ
ッピングセンター」の誘致を先⾏的に⾏い、にぎわい創出に取組んだ。�
・地区内にはおおたかの森⼩・中学校※が開校しているが、⾮常に⼈気が出て入校を希望す
る児童・生徒が当初想定していたよりも多く、教室不足の状況である。�
�
※平成 27年 4⽉開校。UR都市機構
の関連公共公益施設の立替施⾏制
度（ＵＲが⾏う面的整備事業と併せ
て整備されるべき⼩学校・中学校等
の関連公共公益施設を、ＵＲが地⽅
公共団体から受託等によって整備す
る制度）により建設。地域の⽅々が
利用できる「地域交流センター」や「こ�
ども図書館」が併設されている。⽇本建築学会賞受賞作品。�

・つくばエクスプレス（以下、TX）開通以降、子育て世代の⼈口増加が著しい。�
�

◆質疑応答�
・⼈口が増えるにもかかわらず、⼩・中学校併設とした理由は何か。�
→流⼭市が計画⼈口から学校の必要規模を想定したうえで、⼩・中学校を併設する事に
より共用施設の活用や教育上のメリット等を鑑みて決定した。流⼭市内の⼩・中学校
併設の第 1 号である。当時は⼩・中学校併設は珍しく、教育連携のスムーズさと、中
学校への進学による環境の急激な変化を防ぐ事ができるため、⾮常に⼈気が出た。そ
のため生徒数が想定以上となり、現在満員状態である。�

・安⼼・安全まちづくり協議会について、大学生がまちづくりに協力しているとの話であ
ったが、⼈の集め⽅はどのように⾏っているのか。�
→協議会設立当初は、UR と流⼭市が仕掛けづくりをし、事務局（新都市ライフ）が積
極的に働きかけを⾏った。活動を継続していく中でノウハウを学び、現在は協議会メ
ンバーが自主的に活動するようになっている。上⼿く地域を誘導する組織がないと、
まちづくり組織は活動しづらい。流⼭安⼼・安全まちづくり協議会は、成功した事例
である。�

・安⼼・安全まちづくり協議会の活動に対する補助⾦があるのか。�

【おおたかの森⼩・中学校】�
（UR都市機構HPより）�
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→土地区画整理事業外の取組みであるため、そもそも土地区画整理事業に関する補助で
はない。協議会の立ち上げ調査は、URと市の予算で実施した。その後、千葉県の「連
携協働による地域課題解決モデル事業」に採択され各年事業費660万円（うち県費500
万円）の補助を受けた。また、平成26年度には千葉県の「地域コミュニティ活性化⽀
援事業」に採択され事業費 200万円（うち県費100万円）の補助を受けた。その他に
も各種⺠間企業からの寄付事業等実施した。現在の活動は全て協賛⾦で賄っており、
補助は受けていない。�

�
◆現地視察�
・大堀川は土地区画整理事業が認可される以前は、河川幅員が狭いために大⾬時には氾濫
が多く、また、生活排⽔による汚染等課題が多い河川であった。土地区画整理事業で課題
解決を図り、防災調節池や公園と⼀体的に整備する事で親⽔性を確保した。�
・市野⾕の森は、従前は殆どが⺠有地であったが、将来に渡りオオタカの営巣環境を保全
する⽬的で、新市街地地区と流⼭運動公園周辺地区（千葉県）で土地区画整理事業の公共
用地（公園）とした。�
・広域幹線道路整備予定地上の自動車学校が移転し、下層階にはホームセンター、上層階
には自動車学校という２階建ての建物を建設した。�
・流⼭おおたかの森駅南口エリアは、近隣公園と
集合住宅、裏には⼾建住宅が立地している。駅
とショッピングセンターをセットで⾒える形に
して「おおたかの森」としてまちびらきを⾏っ
た。その結果、TXと東武野⽥線の交通結節機能

による利便性とまちの顔を分かりやすく発信でき、
初期分譲分も即完売となった。最初のまちびらきにおける⾒せ⽅が良かったためと考える。�
・市野⾕調整池は平成17年に整備を⾏っているが、環境省レッドリストの絶滅危惧Ⅱ類の
指定を受けているセイタカシギが住み着いたため工事が中断した。セイタカシギの保護を
⾏いながら整備するために、専門家や学識経験者、大学生にも協力頂き、セイタカシギの
生息場所を確保しつつ引越しさせ、引越し後に整備する事を繰り返しながら調整地を完成
させた。�
・安⼼・安全まちづくりの⼀環として、駅前の送迎保育ステーションの取組みを⾏ってい
る。子どもを預けると、市内 32カ所ある保育園まで送迎するシステムになっている。子
どもを預けた後は、保護者はそのまま通勤できるため、親にとっては利便性の高い仕組み
であり、子育て世代が増えている要因となっている。�

�
�
�
�
�

【流⼭おおたかの森駅前】�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

・駅の東口駅前広場⼀帯には、⼩⼭⼩学校が
立地していたが移転となった。移転にあた
り校内の桜並⽊は伐採予定であったが、地
元の要望もあり東口駅前の道路沿いに移植
した。まちが完成する前の事を忘れないた
めにも、案内板として残している。案内板
にはＱＲコードがあり、スマートフォンか
らも詳しい情報を知る事ができる。�

�
�
（２）柏北部東地区 

◆合同勉強会�
地区の概要及び特徴について、UR都市機構� 丸⼭流⼭業務課⻑より説明を受けた。�
�

１）地区の特徴 

・地域資源を活かしたまちづくりに向け、環境と共生する⽥園都市を⽬指し、「農あるまち
づくり」をキーワードとして事業を進めた。�
・当初は地区面積 170ha で事業認可を受けていたが、その後区域縮⼩を⾏い最終的には
128ha で事業を実施した。区域から除外した箇所については現状のまま（農地、農家住
宅等）残っている。�
・平成 21年に「農あるまちづくり実⾏委員会」が発足し、地元が主体となった活動が進め
られつつある。�
・環境コンビニステーションを設置し、農あるまちづくりの情報発信・活動拠点として機
能している。�
・地域住⺠が参加でき、農業体験ができる「農業体験農園」の開園や、収穫祭の定期的な
開催等継続して⾏われている。�
・平成 25年に駅⻄口に商業施設（スーパーマーケット）が開業し、その後周辺地域の住宅

【送迎保育のしくみ】�
（UR都市機構流⼭おおたかの森パンフレットより）�

【駅前の案内板】�
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地の売れ⾏きが好調となった。�
・平成 27年には高等学校跡地に病院が開院した。土地区画整理事業施⾏中に学校の統廃合
があり、高校が廃校となった。そこで、地域のために役立つ土地活用をして頂きたいとい
う要望があり、結果的に柏市内から病院が移転する事となった。また、老⼈福祉施設や看
護学校（3年制）も併設しており、総合病院と⼀体的な「医療・福祉」拠点となっている。�
�

◆質疑応答�
・従前が農地である事から地権者の所有面積は大きいものと推察されるが、地権者として
「住む・売る・貸す」の中でどの意向が多かったのか。�
→地権者意向としては営農希望が多かった。営農継続希望者に対しては、柏市が生産緑
地地区指定を⾏った。土地活用希望は、⼾建て分譲住宅、アパート経営、土地の賃貸
が意向としてあった。また、駅前の商業用地（共同利用街区）は⼀般地権者が所有し、
スーパーマーケット事業者と50年間の賃貸契約を締結している。�

・施⾏者として、地権者にどうしてほしかったという思いがあればお聞かせ頂きたい。�
→施⾏者としては、土地利用計画に基づいて土地活用を⾏っていただく事になる。�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

【合同勉強会のようす】�
�

� �
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◆現地視察�
・農あるまちづくりという事であるが、あまり農地が大きくないと感じる。住宅地の中に
点在しているという事か。あえて集約していないのか。�
→生産緑地として住宅地内に多く存在して
いる。農あるまちづくりの取組みとして、
農業体験農園に力を貸して頂いている農
家の⽅もいる。農業体験農園は土地活用の
⼀環として位置づけており、個⼈で開園し
ている農業体験農園は 4ヶ所存在する。農

家の⽅の技術を実践で⾝に付ける事ができ、
⾷育を超えた知識を享受できる。�

・縄⽂式土器も発⾒されたと伺ったが、そのような箇所も開発するのか。�
→土器は保存して写真や記録として残したのち、整備を進める事になる。�

・⻄口駅前広場にはスーパーマーケットが立地しているが、敷地は全て地権者の土地であ
り、50年間の定期借地契約を締結して土地を貸している。�
・柏たなか駅前の 2 号近隣公園について、従前は廃棄物処理場が立地していた事から、公
園として整備を⾏った。駅前の公園であるため市⺠から好評であり、普段から家族連れも
多い。�

�
� �

【農業体験農園のようす】�
（柏北部東地区農あるまちづくり実⾏委

員会HPより）�
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２．茨城県施⾏による土地区画整理地区（伊奈・⾕和原丘陵部地区、島名・福⽥坪地区、上河原
崎・中⻄地区）�
茨城県より TX 開発の経緯や筑波研究学園都市の概要、県施⾏地区の概要説明を受けて意⾒
交換を⾏い、その後現地視察を⾏った。�
�

◆合同勉強会�
（１）TX 沿線開発経緯及び筑波研究学園都市の概要 

TX沿線の開発経緯について、茨城県土浦土⽊事務所つくば⽀所� 梅澤⽀所⻑より説明を受け
た。また、筑波研究学園都市の概要について、茨城県産業戦略部立地推進局土地販売推進課� 杉
⽥技佐より説明を受けた。�
�

１）TX 沿線開発経緯 

・TX沿線開発においては、四四
よんよん
⽅式が採用されている。地権者の土地の 4割を先⾏買収し、

残った土地の内 4割を減歩するという考え⽅である。そのため、従前面積の 0.36 倍の土
地になってしまうため、従前地の3倍以上地価が上昇しないと元が取れない。当時はバブ
ルであったため、どのような業種の企業が立地したとしても収益は上がるのではという⾒
解があった。�
・その後バブルが崩壊し、ただのベッドタウンでは収益が上がらない事から、就業の場を
設ける等複合型の土地利用計画が必要となり、企業や商業施設の誘致、子育て世代のため
の学校等の公益施設の建設を⽬的として、TX沿線の土地利用計画が進められた。�
・各地区には大規模な公園・緑地を計画したが、減歩率が
増える事となるため、県の先⾏取得用地を充当して公
園・緑地を確保した。�
・事業費については、道路や河川面積の縮⼩等削減の工夫
を凝らした。�
・葛城地区は新しいまちとして、つくば大学及び周辺地域
の学識経験者や研究者がこぞって土地を購入し、住宅を
建設した。県内から葛城地区への住み替え世帯が増えており、�
当初は想像していなかった。�

・土地活用意向やターゲットは年を経るごとに変わっていくため、柔軟な土地活用が求め
られる。⻑期間に渡る施⾏期間の中、土地活用のあり⽅は変化していくため、地権者とし
ては柔軟な考えを持っておく事が必要である。�

�
２）筑波研究学園都市の概要 

・筑波研究学園都市の建設は、国の教育・研究機関の集団移転により東京の過密緩和を図
ると共に、科学技術の研究開発拠点を形成しようとする国家プロジェクトである。�
・東京から 100km圏内で約3,000ha の土地を確保できる事を条件に候補地を数ヶ所選定
した。その後東京との交通利便性や自然環境、研究や企業で使用する工業用⽔や土地の確
保のしやすさ等の調査がなされ、昭和38年に閣議了解された。�

【合同勉強会のようす】�
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・昭和 45年に公務員宿舎建設開始、昭和48年には筑波大学が開校した。昭和60年の大
規模商業施設開設とつくば万博開催を契機とし、都市的アメニティと潤いのあるまちとし
て成⻑してきた。その後も昭和 62 年のつくば市誕生、平成 17 年の TX 開業、平成 23
年にはつくばモビリティロボット特区認定、つくば国際戦略総合特区の指定を受け、平成
25年には筑波研究学園都市建設 50周年となった。�
・筑波研究学園都市の中⼼には都⼼地区と呼ばれる約 80ha の地区が計画され、新宿副都
⼼に匹敵する広さである。（現在のつくば駅周辺）�
・電柱のないまちの実現を⽬指して共同溝を整備し、地域冷暖房システム、電力、電話、
上⽔道、CATVケーブル等を収容し、13％のCO2削減を実現した。�
・7ヶ所の共同利用立体駐車場を整備し、⼀元管理を⾏っている。�
・歩⾏者優先の動線ネットワークを構築し、公益施設、商業施設、住宅地をペデストリア
ンデッキで結び付けた。また、各公園についても歩⾏者専用道路で結ばれ、憩いと潤いの
創出を図った。�

�
（２）TX 沿線開発事業の目的及び概要 

TX沿線開発事業の⽬的及び概要について、茨城県土浦土⽊事務所つくば⽀所事業調整課� ⼀
澤係⻑より説明を受けた。�
�

１）ＴＸ沿線開発の目的及び概要 

・TX 沿線開発事業は、「宅鉄法の規程に従い、集約換地により鉄道用地を確保」、「計画的
に住宅用地を供給し、街の早期の立ち上げを促進する事により、鉄道の乗降客を確保」、「街
の基盤となる学校や公⺠館、⽂化施設福祉施設等の公益的施設用地を確保」、「特⾊ある街
づくりや働く場所の確保を図るため、商業・業務用地を確保」する事を⽬的として実施さ
れた。�
� �
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参考）宅鉄法とは�
・正式名称は、「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の⼀体的推進に関する特別措
置法」。平成元年施⾏。�
・大都市近郊に新しく鉄道を建設する場合の土地等の確保⽅法を定めた法律であるが、
実際は東京〜つくば間のTXを建設するために制定された法律である。�
・概要としては、鉄道建設と沿線の土地区画整理を同時に施⾏し、鉄道用地を申出換地
によって創出するというものである。�
�
（以下、現地視察時の質疑応答より）�
・TX 沿線開発における宅鉄法の法制定が、今回の視察の大きなキーワードになると考え
ている。通常の土地区画整理事業における任意の申出換地⼿法がある中、宅鉄法を制
定する事により早期の事業進捗が図れたのかどうか、宅鉄法による効果を教えて頂き
たい。�
→宅鉄法により、鉄道用地を申出換地により創出できる事となる。県は鉄道事業者に
出資している立場でもあるため、鉄道事業者の資⾦償還を考慮しながら鉄道事業者
への土地の引き渡し⾦額を調整する必要がある。言い換えれば、鉄道事業者は県か
ら土地を安価で購入できるというメリットがある。�
�
�

参考）⼀体型特定土地区画整理事業とは�
・宅鉄法により、新たな鉄道の整備によって大量の住宅地供給が促進される事が⾒込ま
れる地域において、宅地開発と鉄道整備を⼀体的に推進するために設立された土地区
画整理事業の事。�
・換地の特例として、特定鉄道事業者、地⽅公共団体、都市再生機構、地⽅住宅供給公
社、全国市町村土地開発公社が所有する宅地については所有者の申出により、鉄道施
設用地の確保等を⽬的に事業計画に定める「鉄道施設区」へ換地を⾏う事ができる。（＝
鉄道用地への申出換地が可能となる。）�
�
�

� �
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（３）茨城県施行地区の概要 

茨城県土浦土⽊事務所つくば⽀所事業調整課� ⼀澤係⻑より説明を受けた。�
�

１）伊奈・谷和原丘陵部地区 

・土地は県有地、建物はハウスメーカーが建設し、県とハウスメーカーが住宅地を売る県
有地共同分譲を⾏った。�
・ハウスメーカーが分譲しているエリアがあるため、無電柱化された住宅地と美しい街並
みが特徴である。�
�

２）島名・福田坪地区 

・地区の大半が住宅地や公園として利用されており、豊かな自然と調和した住環境が形成
されている。�
・地域の緑地資源の保全を⽬的として、地区計画の中で「宅地⼀体型⺠有緑地地区」、「緑
地保全型⺠有緑地地区」を定めている。特に、緑地保全型⺠有緑地地区においては、敷地
に現存する樹林地、草⽊当の維持、保全を図っていく事を原則と定めている。（樹⽊伐採
を⾏うときには、つくば市まで届け出が必要）�
・県内外からの移住者対応のための情報発信機能として、情報ステーションを設置した。�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �

【緑地保全型及び宅地⼀体型の保全緑地イメージ】�
（島名・福⽥坪地区� 地区計画パンフレットより）�

《緑地保全型の公開型のイメージ》�

《宅地⼀体型のイメージ》�
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３）上河原崎・中西地区 

・⽥園風景と調和した住宅地の形成、9ha の計画拠点街区に加え、共同利用街区及び沿道
サービス街区を核としたまちづくりを進めている。�
・島名・福⽥坪地区と同様、地区計画において「宅地⼀体型⺠有緑地地区」、「緑地保全型
⺠有緑地地区」を定め、良好な平地林等の保全を図っている。�
・現在の課題は企業の誘致である。県による企業立地のための優遇制度やダイレクトメー
ルによる PR、立地企業紹介制度、⾦融機関及び不動産の媒介制度、制約報酬を⽀払う等
の対策を⾏っている。�
�
�

◆現地視察�
１）伊奈・谷和原丘陵部地区 

・ハウスメーカーの分譲住宅が多く、当該地は陽光台、光ヶ丘と名づけられた。�
・陽光台は最初に建設され始めた街区であり、他よりも質の高い住宅整備がなされた。�
・陽光台は建売りによる住宅販売であるが、販売時期が TX沿線開業直後のため、土地は�
県、各ハウスメーカーが住宅を建設し、県からは土地、ハウスメーカーからは建物を売る
県有地共同分譲が⾏われた。�
・光ヶ丘地区の特徴は、電柱及び電線を道路側に出さな
い裏配線⽅式で整備され、景観に配慮した住宅地となっ
ている。�
・光ヶ丘地区は土地、建物共にハウスメーカーが所有し
ていた。そのため予算の都合上、電線地中化まではでき
なかった。そこで、建物の間に歩⾏者専用道路を配置し
て電柱を建柱し、車道には電柱を建柱しないようにして、
景観に配慮した。�
�
�

２）島名・福田坪地区 

・万博記念公園駅前は商業業務施設の土地利用を計画していたが、マンションが多い。商
業施設の誘致を検討したが、早期の収益確保にはマンションが適切であったため、マンシ
ョンが多く建設された。�
・県が⾏う土地区画整理事業は2市に跨る事業で、市町村に任せる事が難しい場合が多い。
しかし筑波研究学園都市の場合、全てを県で施⾏するには面積が広すぎるため、UR 都市
機構と分担して施⾏した。�
� �

【裏配線方式のイメージ】 
（国土交通省 HP より） 
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３）上河原崎・中西地区 

・共同利用街区にはホームセンターが建設中で、来春オープン予定である。土地は地権者
との賃貸契約となる。�
・計画拠点街区は 9ha 設けているが全てを商業施設で埋めるのは厳しい。大規模な面積の
ため、街区全てを⼀括で借りようとする事業者は中々現れてこない。そのためこれまでは
⼀括契約を想定していたが、現在は計画拠点街区を分割して賃貸も可能なように⽅針を転
換している。�
�

�
� �
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３．葛城地区、中根・⾦⽥台地区、葛城まちづくりビジョン研究会�
ＵＲ都市機構つくば業務課� ⻑澤課⻑より、現地視察時のポイントについて説明を受けた。
次に、つくば都市交通センター� 櫻井まち育て事業チームリーダーより、葛城まちづくりビジ
ョン研究会の取組みについて説明を受けて意⾒交換を⾏い、その後現地視察を⾏った。�
�

（１）葛城まちづくりビジョン研究会 

◆合同勉強会�
１）位置付け 

・元来は⼀般財団法⼈であるつくば都市交通センターの公益⽬的事業の取組みの 1 つであ
り、市⺠活動のまちづくりを⽀援していく取組みと位置付けている。�
�

２）取組みの特徴 

・葛城地区というハード面の整備が完了し、住⺠の生活や活動が始まるタイミングに合わ
せて、換地処分後のまちづくりを何とかしたいという、つくば市、UR 都市機構の意向を
踏まえて財団の取組みをスタートした。�
・住⺠とのまちづくり勉強会と、専門家による研究会を連動させながらまちづくりビジョ
ンを策定し、共有した。�
・住⺠が興味のあるまちづくりグループ（グリーン、タウン、カルチャー、アート）の誕
生を促し、誕生後はその活動を⽀援している。�
�

３）これまでの経緯 

・葛城地区及び隣接地域に対してアンケート（3,000 世帯）を実施し、まちづくりモニタ
ー※を募集した所、希望者が 130名集まった。（葛城地区 8割、隣接地域2割）�
※アンケートにおいて地域活動のワークショップ等への参加意向のあった市⺠。�

�
・まちづくりモニターを対象とした勉強会を開催し、参加は20〰30 名であった。この⽅々
が、後の活動の中⼼となるメンバーとなった。�
・その後、皆でまち歩きや地域資源マップ
を作成した結果を踏まえ、研究会（UR都
市機構、まちづくり専門家、オブザーバー
としてつくば市、事務局が財団）でまちづ
くりビジョン案を作成した。このビジョン
案を勉強会と研究会に提⽰して検討を繰
り返す事で「葛城まちづくりビジョン」を
作成した。�
・ビジョンで⽰されたテーマ別計画の中から 3 つにテーマを絞り、テーマ別にワークショ
ップを開催した。（みどり、タウンセンター、歴史・⽂化地域資産）�
・勉強会が発展し「グリーンネックレスの会」が発足した。グリーンネックレスの会は、

【葛城三原則】�
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現在 4グループで構成されている。（グリーン、タ
ウン、カルチャー、アート）�
・当初は財団主導で運営していたが、現在ではこの
4グループ各々が主体的になり、財団との関わりは
少なくなっている。�
・各グループが地域企業から協力を受ける際には、
財団が間に入って橋渡し役となり、企業からの協力
を得ている。�
・グループのメンバーは高齢者が大半であり、高齢
化の進⾏が課題である。�

�
◆質疑応答�
・自治会加入率はどの程度か。�
→低いと伺っている。終の棲家として何かしらのコミュニケーションを図りたいという
⼈達が、グリーンネックレスの会への入会や、イベントに参加している状況である。�

・葛城地区の住⺠と隣接地域の住⺠が、まちづくり活動を⼀緒に⾏っているという認識で
よいのか。�
→その通りであり、葛城地区の新住⺠も早く地域に馴染みたいという思いで積極的に参
加している。�

�
�
（２）葛城地区 

◆現地視察�
・地区内に⼀部、㈶⽇本自動車研究所跡地が残って
いるが、大規模なテストコース（約 200ha）は残
っていない。�
・研究所内の防風林として植樹されていたテーダマ
ツについては⼀部をそのまま残し保存する事とあ
わせ、テーダマツと筑波⼭を取り入れた地域の景観
の創出を図る事とし、良好な景観の街並みが誕生し
た。�
・筑波研究学園都市は国の研究機関が集積しているの
に対し、葛城地区は⺠間研究所が多く立地している。�
・大規模商業施設（イーアスつくば）の底地は誰が所有しているのか。�
→県有地である。�

・TX 沿線の開発により、県の⼈口は増加しているのか。�
→県全体の⼈口は増加している。本地区においては、近隣（かすみがうら市、土浦市）
から利便性を求める若い世代の編入が多い。�

【テーダマツのある住宅地】�
（UR都市機構HPより）�

【グリーンネックレス� カルチャー
の会発⾏の広報誌】�
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・つくば駅周辺は地価が高いが、TXの途中駅の地価はさほど高くない。⼾建住宅が約 3千
万円前後で購入できる。�
・⼩中⼀貫校が開校しているが、生徒数が増えすぎて運動会を1度に開催できない事から、
複数回に分けて開催している。�
�
�

（３）中根・金田台地区 

◆現地視察�
・TX沿線周辺の開発であるが駅から距離がある事から、質・量ともに高い緑を存続し他の
住宅地と差別化を図るよう、地域で勉強会を重ねてきた。その後、まちづくり協議会を組
成し、つくば市及び UR、国の協力も得て、平成 18 年に「緑住農⼀体型住宅地」を具現
化するスキームの構築に至った。�
・本地区は全面申出換地を⾏っている。�
・本地区の居住者は、医者や大学の教授が多い。�
・大規模な緑地を残して住⺠が里⼭整備を⾏う事で、地域コミュニティ創出のきっかけと
なっている。近年においては、里⼭や道路の管理を地域住⺠と共に⾏っている。�
・緑住農街区は、前面道路と住宅地を挟んで幅12ｍの景観緑地を配置し、その裏庭には果
樹園または菜園を配置している街区の事である。宅地面積を 100坪とすると、60坪の景
観緑地が道路沿いに連なり、果樹園または菜園は40坪となる。こういった宅地を連続し
て設けると良いまち並みになるのではないかと地権者が PRし、定期借地⽅式等様々な⽅
法で整備された。�
・景観緑地に関して、底地は地権者の所有地であるが、市⺠に開放している。管理面とし
ては管理組合を設け、芝生や統⼀のあるまち並みの維持を⾏い、景観緑地の部分は市が地
上権を設定し、固定資産税相当額を地代として地権者に⽀払っている。�
・春風台まちづくり組合は電線類地中化にも取組んだ。地中化する場合と電柱建柱の場合
との差額を地権者が負担して、整備された。�
・果樹園または菜園を設けているタイプを「緑住農街区」、ないタイプを「緑住街区」と位
置付けている。�
・緑住農地区の土地を賃貸している⽅もいる。⽉5〜6万の地代を⽀払い、住宅は 2千万〜
3千万円程度である。土地は50年間の賃貸契約である。�
・緑住農街区には個性的な住宅が並んでいる。車社会のため⼀家で車を複数台所有し、ゆ
ったりした駐車スペースが設けられている。�
・管理組合は 4ヶ所存在し、各々が独自のルールを定めて個性的な景観を創出している。�
・景観緑地の管理組合はどういった位置づけなのか。例えばマンションの管理組合のよう
なものか。�
→はい。管理組合はあるが加入しない⽅もおり、全員加入させる事が組合の課題である。�
�

�



110�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �

【緑住農街区イメージ】�
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・歴史的緑空間用地（約50ha）では、国指定遺跡が発⾒された。また、オオタカ営巣地も
存在しており、⼈の出入りができないようにフェンスで囲っている。�
・当初、遺跡が発⾒されるまでは全面的な開発を計画していたが、遺跡を保全する必要が
ある事から保全箇所や管理⽅法について委員会を開催し、検討を⾏った。合わせて換地計
画を⾒直したため、事業にかなりの期間を要している。将来的には地区内居住者が里⼭の
ように皆で管理するよう誘導していければと考えている。�
→地権者も中に入る事はできないのか。�
→関係するNPOは自由に立入りができる。NPOが
地域イベントを開催する際に、地権者も立入りす
る事はできる。�

・桜中学校という中学校が立地しているが、中学校底
地に加え、隣接している土地も国指定遺跡の範囲に指
定されているため、同位置での建替えができない状況
である。将来的には、別の場所に移転する計画である。�
・歴史的緑空間用地はあまり⼈⽬につかないため、不
法投棄を懸念している。囲っているフェンスは不法投
棄防止の⽬的もある。将来的には遺跡公園として整備
し、合わせて徐々に市⺠に開放する計画である。�
・学研都市全体を⾒た場合、新しく開発されたエリアと過去に開発されたエリアが接して
いる地域が多い。�
→過去に開発されたエリアに与える影響として、何かあるか。�
→居住者の世代が異なるため、あまり影響はない。�

・本地区の課題は、駅まで遠い事である。車社会のため不便を感じない⽅も多いが、コミ
ュニティバス運⾏の要望も出ている。地域全域のためのコミュニティバスの再構築を、市
で検討している。�

�
�
（４）筑波研究学園地区（つくば駅中心市街地） 

◆現地視察�
・昭和 40年代から整備された公園や図書館、学校等は更新時期を向かえている。公共施設
を再編しながらまちの賑わいをもう⼀度取り戻したいと考えている。�
・共同溝の管理棟には、地域冷暖房のプラントがある。南北の⻑い歩⾏者専用道路の地下
に共同溝を配置している。�
・廃棄物管路収集システムは、施設老朽化やゴミの分別・リサイクルが発展したため現在
は使用されていない。�
・筑波大学はまちの完成時に開校したのか。�
→大学が先に開校した。前⾝は、東京に国立大学として「東京教育大学」が存在してい
たが閉学し、大学名を変更して本地区に開校した。�

【歴史的緑空間用地】�
（シリーズ「なるほど公共事業�

（平成 29 年度版）」�
茨城県土⽊部HPより）�
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・市が広場の賑わい活動を進めているが、広場のスケールが大きいために閑散として⾒え
てしまう。�
・緑が多く⾒られるが、どのような緑の計画なのか。�
→ペデストリアンデッキと公園を結び、緑が連続的に繋がるよう計画されている。⼀定
の街区毎に、近隣公園と街区公園をそれぞれ確保している。合わせて地区中央には中
央公園という近隣公園（約 3.8ha）を配置している。また、各々の敷地内に緑を設け
ている事が特徴である。�
→建築物がそこまで高層でないため緑が公園
のように⾒え、余計に緑が多く感じる。�

・歩⾏者と自動車が完全分離しているため使い勝
⼿が悪く、駐車場も立体駐車場を整備している
が、商業施設から距離がある等今となっては課
題がある。時代のニーズに合わせて変化させて
いく必要がある。�

�
 

 

４）取組み成果と今後の課題 

【取組み成果】 

●効果的な知識の習得について 
・訪問先が例年よりも多い事から、合同勉強会形式での地区概要や組織の特徴、課題
等の説明と意⾒交換を⾏った直後に現地視察をする事で、より効果的に知識を習得
する事ができた。�
�

【今後の課題】 

●まちびらき後のまちづくりの考え方 

・今回習得した知識をもとに、まちびらき後の管理・運営⽅法やまちびらき後の将来
的な施設等の更新時期におけるまちづくりの考え⽅等、時代のニーズに応じたまち
づくりについて地権者及び市⺠としてできる事は何か等、考えていく必要がある。�
�

【視察のようす】�
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２-７．今年度の成果と今後の課題 
平成30年度調査で挙げられていた課題と⽅向性について、本調査における成果と今後の課題を以下に再整理する。�
項⽬（平成 30年度調査）� 平成 30年度調査で挙げられていた課題・⽅向性� 令和元年度の取組み⽅針� 本調査における成果� 今後の課題�

地
権
者
に
係
る
事
項�

若
⼿
の
会�

定例会� ・組織体制の継続した検討�
・定例会のあり⽅�
・新旧メンバー間における若⼿の会の位置づけに対する
認識の差異の解消�

・将来的な若⼿の会の自立化に向け、
若⼿の会の将来あるべき姿につい
ての意識づけと議論を促す�

・若⼿の会の将来あるべき姿につい
て議論を進める事ができた�

・若⼿の会の将来あるべき姿について継続して検討す
る必要がある�
・若⼿の会を次世代に繋いでいくための取組みについ
て検討する必要がある�

・地主会との連携強化�
・自主活動の⼀環として各字を訪れての意⾒交換�

・地主会と若⼿の会の連携強化を図る� ―� ・地主会との連携をより強化していく必要がある�

・跡地利用の理想像に関する継続した検討�

―�

・「環境づくりの⽅針」について検
討を進める中で、「緑の中のまちづ
くり」の考え⽅について若⼿の会
の考えとして取りまとめる事がで
きた�

・検討内容について関係機関へ発信していくことが必
要となる�
�

・継続した若⼿の会の提言取りまとめと、地権者に対す
る情報発信の機械の場を設ける�

・地権者に対し、中間取りまとめ以降
の検討内容に関する情報提供と知
識の習得、跡地利用計画に対する興
味・関⼼を促す�

・定例会活動を⽀援した事で、若⼿
の会として「環境づくりの⽅針」
について取りまとめる事ができた�

・検討内容について関係機関へ発信していくことが必
要となる�

⼀
般
地
権
者�

字別意⾒交換会� ・より多くの地権者に対して、跡地利用計画への興味・
関⼼を促す�
・意⾒交換の時間を十分に確保する�

・地主会と若⼿の会の連携強化を図る�
・地権者に対し、中間取りまとめ以降
の検討内容に関する情報提供と知
識の習得、跡地利用計画に対する興
味・関⼼を促す�

・若⼿の会会員の進⾏で意⾒交換を
⾏った事により、参加者から意⾒
を引き出しやすい雰囲気づくりを
⾏う事ができた�
・年度末の開催を避けた事、市役所
や中央公⺠館等公共施設での開催
を多くした事により、新たな参加
者を取り込む事ができた�

・より多くの地権者へ跡地利用計画に対する興味・関
⼼を促し、意⾒等を引き出す必要がある�
・新たな参加者を呼び込むために、開催⽇時を変える
等の工夫が必要である�
・継続した参加を促すための工夫が必要となる�

市
⺠
に
係
る
事
項�

Ｎ
Ｂ
ミ
�
テ
�
ン
グ�

会の活動� ・定例会の進め⽅を検討し、内容の充実を図る�
・対外的な活動を継続実施し、多くの市⺠の声を拾い集
約を図る�

・検討と取りまとめを⽀援し、検討と
取りまとめに要する情報収集、意⾒
集約の機会を⽀援する�

・ＮＢミーティング定例会への参加者
が増加する様、対外的な活動を通し
て周知を⾏う�

・メンバーから自主的な定例会議題
の提案や活動の計画決定がなさ
れた�

�

・今後の活動の活性化を図るために、既存メンバーの
参加促進を図る必要がある�
・メンバーの意⾒が反映された年間活動計画の立案が
必要となる�
・対外的な活動を実施する際に役割分担の明確化が必
要となる�

・役員の改選を検討する�
―�

・定例会の中で役員の改選が⾏わ
れ、新役員と活動の調整が活発的
に⾏われた�

―�
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項⽬（平成 30年度調査）� 平成 30年度調査で挙げられていた課題・⽅向性� 令和元年度の取組み⽅針� 本調査における成果� 今後の課題�

市
⺠
に
係
る
事
項�

Ｎ
Ｂ
ミ
�
テ
�
ン
グ�

会の活動� ・NB ミーティングの取組みについて、「まち未来だより」
を通し、市内全⼾配布で広く発信しているが、発信した
NBミーティングの考えに対する何らかの意⾒の回収が図
れるよう検討が必要となる�

・学校等でパネル展⽰を⾏い、若い世代の興味関⼼を引き出
すきっかけづくりに繋げる事が必要となる�

・市⺠に対し、跡地利用への興味関
⼼を高めるため情報発信を⾏う�

・イベントのパネル展の中でNBミ
ーティングの活動紹介を⾏うこと
ができた�

・イベントと連携して、NB ミーティングの考えを発
信すると共に、意⾒を募集するなどの取組みが必要�

�
�

まちあるき�
―� ・市⺠に対し、跡地利用への興味関

⼼を高めるため情報発信を⾏う�

・検討作業として「まちあるき」⼿
法でのメンバー以外からの意⾒収
集⽅法の確立が図られた�

・継続して地域の団体と連携を取り、まちあるきを⾏
い、跡地利用計画へ反映すべき点をNBミーティン
グで取りまとめていく必要がある�

⼀
般
市
⺠�

� ・過去の取組みや会議で挙がった企画について、今後の活動
検討を⾏う際に改めて検討する� ―� ―� ・過去の取組みや会議で挙がった企画について、今後

の活動検討を⾏う際に改めて検討する�
� ・イベントの開催に関して、大学生の参加が⾒込まれる 10

⽉〜12⽉までの開催を⽬指す�
・イベント参加者の募集⽅法を工夫する� ―�

・将来のまちづくりを担う子供を持
つ子育て世代に、NB ミーティン
グの活動紹介を⾏う事ができた�

・イベントに関⼼を惹く工夫が必要�
・伝わりやすいパネルの作成やNBミーティングメン
バーからの説明など伝わりやすい工夫が必要�

� ・学校とＮＢミーティングで連携を図り、イベントや出張定
例会等を実施する事で、⼈材育成に繋げていく�

・単年度ではなく継続実施する事で、子どもたちの跡地利用
への関⼼の定着を図る�

―� ―�

・学校とＮＢミーティングで連携を図り、イベントや
出張定例会等を実施する事で、⼈材育成に繋げてい
く事を図る�

・単年度ではなく継続実施する事で、子どもたちの跡
地利用への関⼼の定着を図る必要がある�

地
権
者
・
市
⺠

に
係
る
事
項�

まちづくり講座の
開催�

・受講者増に向けた工夫�
・多くの地権者、市⺠に興味を持ってもらえる講座内容を検
討する�

・講座修了後も受講者がまちづくりに関わる事のできる仕組
みを検討する�

・地権者、市⺠誰もが宜野湾市のま
ちづくりを学べ、考える事のでき
る場とする�
・跡地利用のまちづくりにおいて大
切な事は何かを学び、まちづくり
への参画を促すための場とする�

・まちづくりにおける地域コミュニ
ティ、地域資源の活かし⽅に関す
る受講者の知識の向上を図る事が
できた�

・受講者増に向けた工夫を検討する必要がある�
・講座修了後も受講者がまちづくりに関わる事のでき
る仕組みを検討する必要がある�

情
報
発
信�

ふるさとの発⾏� ・継続した情報発信と合わせて、⾒やすさ及び分かりやすさ
を工夫�
・掲載内容について、地権者の意⾒を聞き出す必要がある�

・適切な時期に、分かりやすさを重
視して発⾏する�

・跡地利用に関する他地区の事例や
⾏政・若⼿の会の取組みについて
情報を発信する事ができた�

・掲載内容について、地権者から意⾒を聞き出し、内
容の更なるブラッシュアップを⾏う必要がある�

まち未来だよりの
発⾏�

・継続した情報発信と合わせて、⾒やすさ及び分かりやすさ
を工夫�
・「まち未来だより」を通して発信した考えについて、何ら
かの意⾒の回収が図れるよう検討が必要�

・適切な時期に、分かりやすさを重
視して発⾏する�

・跡地利用に関する情報や、⾏政・
ＮＢミーティングの取組みを分か
りやすく発信する事ができた�

・市⺠が跡地利用のまちづくりに興味関⼼を持つため
の内容に工夫して更なるブラッシュアップが必要と
なる�

評
価
及
び
検
証�

懇話会の開催� ・合意形成活動に係る継続した議論の実施� ・合意形成活動の⽅向性等について
継続した議論を実施する�
・若⼿の会及びNBミーティング両
組織が活動を進めていく中での課
題等について検討し情報共有を図
ると共に、各々の組織にフィード
バックさせる事により、着実な合
意形成活動に繋げていく�

・次年度の取組みを進める上での留
意点等について、⼀定の⽅向性を
⽰す事ができた�

・合意形成活動に係る継続した議論を実施していく必
要がある�

�
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【今後の展開】 

若⼿の会及びNBミーティング定例会活動の中で検討した内容については、跡地利用計画
に対する各々の組織としての考えとして発信していく必要がある。�
合わせて、地権者・市⺠の意向をより反映した跡地利用計画とすべく、「普天間⾶⾏場跡

地利用計画策定調査」における有識者検討会議の場においても跡地利用計画に対する提言を
⾏っていく事が望ましい。�
そこで本項⽬においては、本業務における両組織の活動報告と検討内容を記載する。�

【令和元年度 若手の会のとりまとめ】 
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【令和元年度 NB ミーティングのとりまとめ】 

�
�


